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1 rw令和2年飯成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見」への回答について【地域連携部関係】

【総務地域連携常任委員会】
第1編(第二次行動計画の評価)
施策番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 回答

241 競技スポーツの 地域連携部 数値目標の達成・未達成だけにとらわれることなく f県民 施策を進めるにあたっては、二重ととわか国体での天皇 | 
推進 国体・全国!嘩 の皆さんとめざす姿Jから総合的に施策を進められたい。 杯・皇后杯獲得やその後の競技力の維持、スポーツを通じた

害者スポーツ 県民の一体感の醸成などの「県民の皆さんとめざす姿j の実
大会局 現に向けて、市町や競技団体等とともに取り組んでいきま

す。

242 地域スポーツと 地域連携部 とこわか運動については、企業にも協力いただいていると 医療保健部の三重とこわか健康経営カンパーーの取組等と
障がい者スポー 国体・全国障 のことだが、 「とこわかJは健康づくりにも通じることか 連携してPRを行っていきたいと考えています。
ツの推進 害者スポーツ ら、運動・スポーツ実施率の向上に向け、健康経営に力を入

大会局 れている企業等との連携を進められたい。

251 南部地域の活 地域連携部 施策241に同じ 施策を進めるにあたっては、南部地域における若者の働く
性化 南部地域活 場の磯保や定住促進などの「県民の皆さんとめざす姿」の実

性化局 現に向け、南部地域活性化基金を活用し、南部地域の市町だ
けでなく、南部地域以外の市町や民間企業等とも連携しなが
ら取り組んでいきます。

一
354 水資源の確保と 地域連携昔日 地籍調査実施面積の実績値が低い要因の っとして、闘が 地調籍査調の査実施爾積の拡大につながるよう、国が実施する基

土地の計画的な 実施する基本調査の実績値が低いということが挙げられるこ 本 実施要件等の見直しゃ調査箇所の拡充及び市町事業
利用 とから、国に対して基本調査実施面積の拡大及び市町事業に に対する予算額の確保について、市町と連携して閣に対して

対する予算額の確保を行うよう要望されたい。 要望していきたいと考えています。
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2 新型コロナウイルス感染症への対応について

地域連携部における新型コロナウイルス感染症への対応状況については、以下のとおりです。

1 県内公共交通事業者の状況と対応

( 1 )県内公共交通事業者の状況

新型コロナウイルス感染症の影響により、 4月、 5月の利用者数は、前年同時期と比

較し、大きく減少しました。 6月以降は通勤・通学利用については、概ね回復傾向にあ

りますが、観光その他の利用については、厳しい状況が続いています。

とりわけ、特急南紀や快速みえの運賃が主要な収入源となっている伊勢鉄道株式会社

については、最大株主として県が出資しているところですが、令和2年度は大幅な赤字

が見込まれており、同社への支援について、沿線等関係市町と協議を進めているところ

です。

(2 )これまでの取組

①感染拡大防止策への支援

国の補助制度と協調するなどして、三重県交通事業者感染症対策費用等補助金によ

り、公共交通事業者が実施する感染拡大防止のための抗菌対策等への支援を行ってい

ます。 (6月補正予算その 2)

また、県内公共交通事業者が実施する、必要な感染症対策を行った上で車内等の密度

を上げないよう配慮した実証運行への支援を行いたいと考えています。 (9月補正予算)

②利用者自帰に向けた支援

県が実施するモビリティ・マネジメントの取組の一環として、県内を営業エリアと

する公共交通事業者と連携しながら、ポスター、チラシ、ステッカーを作成し、駅構内

や車内、営業所等においてPR・啓発を実施しています。 (6月補正予算その 2)

また、三重県交通事業者利用回帰対策費用補助金により県内公共交通事業者が実施

する利用回帰に向けた割引・ポイントの上乗せやPR等への支援を行いたいと考えて

います。 (9月補正予算)

③国への要望

4月27日に留に対し新たな補助制度の創設、各種補助制度の基準緩和や拡充に係る

緊急要望を実施した結果、地域公共交通確保維持改善事業費補劫金(陸上交通)につい

て、新型コロナウイルス感染症の影響により輸送人員が減少し補助基準を下回っても

補助対象外としないことなど、補助要件の緩和等が行われました。

また、 6月25日には、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減収分に対する必要

な財政支援についても要望を実施しました。

(3 )今後の対応

伊勢鉄道株式会社への支援については、引き続き、沿線等関係市町との協議を進め

ます。

また、感染拡大妨止策や利用者回帰に向けた県内公共交通事業者への支援について

は、事業効果が最大限発揮できるよう、しっかり取り組むとともに、パスや鉄道等の地

域公共交通の維持・確保に向けた財政支援について、引き続き、国に要望してまいりま

す。
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2 市町との連携

( 1 )これまでの取組

①特別定額給付金給付事業

県内では、 9月4日をもって全市町で申請受付を終えたところであり、 10月1日時

点で、申請世帯の 99.9%へ給付が行われています。

②新裂コロナウイルス感染症対応地方怠IJ生臨時交付金

閣の l次補正、 2次補正、あわせて3兆円の予算措置が行われ、県内市町に対し約

210. 7億円の交付限度額が示されたことから、市町の実施計頭、交付申請等の取りまと

めを行っています。

1次補正分… 1兆円のうち 7千億円について交付決定済

2次補正分… 9月末までに実施計画提出済、今後交付申請を予定

③税制上の措置

新型コロナウイルス感染症に係る税制上の措置として、基本的に全ての地方税を対

象に、徴収猶予の特例制度が設けられました。また、一部の地方税については、軽減や

特例の期間延長等の措置が設けられており、市町からの相談に対する助言等の対応を

行っています。

(2)今後の対応

今後も新型コロナウイルス感染症の状況によっては市町において対応が求められる業

務が新たに発生することも考えられることから、国等の動向を注視するとともに、市町

の事務負担を少しでも軽減し、円滑に業務を推進できるよう、地方創生臨時交付金の活

用などの市町業務の支援に努めていきます。

3 県有施設の状況

( 1 )現状

当部が所管する、ゆめドームうえの、三藁交通G スポーツの社鈴鹿、三重交通G ス

ポーツの杜伊勢、松阪野球場、ライフル射撃場、熊野古道センターについては、本年4

月から 5月にかけて閉館していた時期がありましたが、 6月以降、新型コロナウイルス

感染症拡大防止に向けた r三重県指針』に基づき、各施設で作成するなどしたガイドラ

インを遵守して、感染拡大防止に努めながら開館し、サービスを提供しています。しか

しながら、利用者数については、未だ前年度を下回っている状況が続いています。

(2)今後の取締

適切な感染紡止対策を講じるとともに、こうした状況をしっかり広報することにより、

県民の皆さまに安心してご利用いただけるよう取り組んでいきます。
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3 木首師干拓地工業用地について

1 現状

木曽岬干拓地は、平成 12年度に国(東海農政局)から購入した土地です。

国からの貿い受け条件で 5年間公共利用に供する必要があり、平成 12年度

に関係市町等とともに策定した「木曽岬干拓地土地利用計酒J (別紙 1)に

おいて、伊勢湾岸自動車道より北側は「わんぱく原っぱ」等に、南側は新エ

ネルギーランドや運動広場等に供することを位置付けて、公共和j用を進める

べく取り組んでいます。

このうち伊勢湾岸自動車道より北側の「わんぱく原っばJ等として公共利

用を終えた部分について、段階的に木曽岬干拓地工業用地として分譲を進め

ています。

{木曽岬干拓地工業用地区域別分譲持期]

土地利用区域 面積 分譲時期

!日わんぱく原っぱ(第 1期)
約 12.9ha 平成 30年度

木曽由甲子拓地工業用地(第 1期分譲)

旧わんぱく原っぱ(第 2期) 約 12ha
令和 2年度

木曽岬干拓地工業用地(第 2期分譲) ※第 l期残地約 O.7haを古む

!日わんぱく原っぱ(第 2期)
約 8ha

令和 4年度
木曽岬干拓地工業用地(第 3期分譲) (予定)

建設発生土ストックヤード
約 10.7ha 

令和 6年度
木曽由甲子拓地工業用地(第 4期分譲) (予定)

2 分譲状況

( 1 )第 1期分譲

5社に約 11.9haを約 23億円で分譲しました。このうち 1社が、令和

2年 10月 2日に操業開始しました。(別紙 2) 

( 2 )第 2期分譲

令和 2年 5月から受付を関始し、 2カ月毎に取りまとめて優先選択権

)1闘を付与しているところです。 5---6月に受付し、優先選択権を付与し

た企業は 5 社、 7~8 月は l 社となっています。このうち優先選択権 1

番の企業から分譲申込書の提出があり、 9月 29日に分譲決定を行いま

した。なお、 2宇土は資金計画上の理由から辞退しました。

(別紙 3、4、5) 

3 今後の対応

今後も引き続き地元市町等と連携し、企業誘致に取り組むとともに、分

譲が決まった企業については、スムーズに操業できるよう支援を行います。
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目盟~

撮影臼:令和2年 9月9日

木曽岬干拓地工業用地第 1期分譲地を北f!IJから望む
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木曽岬干拓地工業用地第 1期分譲地を南側から望む
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別紙3
木曽岬干拓地工業用地 1If2111J~護

所在地:三重県桑名郡木曽岬町新輸

ii位置 図 11 I同一一五1

を行い、 TP+4.5聞の地盤高

ヤ甲門町l主纏紡で留まれ、?官者器地から
ームνメ一定の緩癒を確保

;;μ ;;μ;;対 22↓;:品目3↓22b22J
¥ 木曽岬干拓地工業用地 ¥ 
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||工業用地の概要 11

量所 在 地'三重県桑名郡木曽岬町新輪

・現 況・雑種地(地盤高 TP+4.5m)
闘 分譲面積:約 12 h a 
・都市計画区域 桑名都市計画区域・市街化調整区域

国用途地域ー工業系の地区計画策定済

幽建築基準.建ベい率 60% 容積率 200%
圃農業振興地域:指定なし

掴騒音規制:昼間 55cjb 夜間 50db 1_ 
ト朝 昼 夜 ( 県 条 例 )

圃振動規制:鹿間 65db 夜間 60db J 
聞工場立地法.特定工場(敷地面積9，000円f以上、建築面積3，000m以上)は木曽岬町に届出が必要

|| 区商割図 11 

木

曾

M
川

m3斜以際

分話予定地

約 19 h. 

図:第1期

分譲済区域

問問削 第Z照分譲地

明 間 欄 第3期以降

分譲予定地

H ・H ・.計画道路

(W;?; 12m) 

園田『 整備済道路

(w孟12m)

《分譲区域別面積》

嗣区域②:約 6，600m'

区域④:約42，OOOm'

区域⑤:約56，400m'

区域⑥:約18，OOOm'
基準単価 :.22，000円1m'
分譲笛所及び分譲面積に応じて、次の指数を乗じて分譲価格を算出します0

・区域別相対価格比指数(%)

区域②及び④・ 100.0%、区域⑤:92.5%、区域⑤ 82.755% 
.売却規模別相対価格比指数(%)

1ha未満 :103.5%、1ha以上 5ha未満・ 100%、5ha以上 10ha未満目 93.5%、10ha以上・ 89%
・分譲価格の算定方法

分譲価格(円)=分譲面積 (m')x22，000円Irrfx区域別相対価格比指数(%) x売却規模別相対価格比指数(%)

匡 冨 ー た せば一…山ます)

( 1 )工場立地法第4条の2第1J真に基づく、 「エ場立地法の特例j を受けることができます。

環境施設面積率が10%、緑地笛積率が5%まで低減されますロ

(2)地域未来投資促進法第25条により承認を受けた事業者は、木曽岬町条例に基づき、 「地方税の課税免除」

を受けることができます。(固定資産税が3年間免除されます。)

(3 )木曽湖町企業誘致促進条例に基づき、 「奨励金の交付j を受けることができます。

(上記 (2) の制度等により、~定資産税の免除を受けている場合は、交付を受けることはできません)
(4)生産性向上特別措置法第29条に基づく、 f課税の特例」を受けることができます。

令和3年3月318までに取得した償却資産に係る国定資産税が3年間免除されます。

(5 )三重県独自の優遇制度に基づく補助金の交付申請も可能です。

詳細については、三重県企業誘致推進課までお問合せください。(r三重県企業立地ガイド」参照)

E五百l

τ葺耳石冨豆携部水資源・地域7・Eγdト課電話・ 059-224-2419 E-mail: shigen@pref. mie. 19. j担
木曽岬町役場総務政策課 電話:0567-68-6100 E-mail: se i saku@town. k i s口saki.mie. jp 

※詳細は「募集要項|存ご確認くださいn 令和2年3月
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木曽岬干拓地工業用地第 2期分譲状況表
見盤4

・ー.. _ ~ .._.. r ・4 ・

受付 優先選択権 会社名
期間 付与)1医 (主な事業内容)

本社所在地 希望区域 分譲希望面積(凶) 備考

R2. 9. 29分譲決定

A社

(物流)
東京都中央区 区域⑤ 55， 200 

資金計簡上の理由により辞退

2 
B社 二重県桑名郡
(鋳造) 木曽岬町

区域④ 10， 000 

一= R2. 9. 25分譲申込書受理

5"， 6月 3 
C宇土
(建設機械レンタル)

和歌山県新宮市 区域④ 19， 800 

優先選択権を保有し事業計画を検討中

4 
D社 愛知県海部郡
(金属加工) 飛島村

区域② 6，600 

資金計画上の理由l、より辞退

5 
正社
(コンクリート圧送)

三重県伊勢市 区域⑥ 2，000 

7~8 月 6 F社 愛知渠名古屋市
(仮設資材レンタル)

区域④ 33， 000 



別紙5木曽岬干拓地工業用地第2期分譲希望位置図 (R2.9.29現在)

• ， ， ， ， ， 
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|l第 1期分譲地 11
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第3拐以降
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※各区域における企業の分譲佼遣は想定です

※②、⑤の企業は辞退

伊勢湾岸自動車道
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水力発電事業の民間譲渡に伴う

宮)11流域諸課題の解決に向けた

提

【抜粋】

重 県議

平成20年 10月 20日
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三重県議会は、官)11プロジェクト会議での調査検討の結果を踏ま

え、水力発電事業の民間譲渡に伴う宮)11流j或諸課題の解決に向けて、

下記のとおり提言する。

記

1 宮J11の流量田窪について

(1) r宮111ダム直下 O.5m3/s、粟さ念頭首エ直下3m3/sJを当面の

回復自標として、譲渡に際しての条件とすることについて

議会として、宮)1Iダムからの 0.51113/ 自の常時放流を譲渡後

も縦続するとともに、当面の目標である「粟生頭主主主i皮下 3

n13/5Jを譲渡条件とすることを尊護する。

ただし、「栗生頭j設工i度下 3 m3/5.]の自擦を実現するために

は、官)11ダムの放流に頼るだけでなく、 l果、市町、民間企業、

流域関係者など多様な主体による森林整備をさらに推進し、森

林の水灘、謝養機能の強化を!鶏るとともに、渇水期においては、

発電事業者や農業者・などの手Ij水関係者Lの五議の精神による運

用について調繋を行うこと。また、宮}11の自然環境や生態系の

保全のために、地域住民や間体など多様な主体とともに環境保

全活動などの取組を進めること。

( 2) 将来、更なる流量回穫を図る場合について

将来、当期の目標でみる f官}11ダム薩下 O.5m3/ s、栗生頭主主

工底下 3mB/ s Iが実現された後に、官)11の自然環境や生態系

の一層の保全に磐め、更なる流量回復(※)を閲ることや、季

節の水需婆に応じた弾力的な水量調整を行うことも検討され

るべき主であるのこのため、県庁内に部局横断的な組織を設置し

た上で、関係する市町や団体、譲渡先の企業とも連携、調整し

ながら、宮)11の流鎌田復の取組の成果を継続的に検証するとと

もに、上記(1)ただし書きに掲げた取組を長期的な視点で進

めること。

一一一一一一 一一一一く略> 一一 一
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資料 3

参考 1:流量回復放流実績

実施期間 流量回復放流量

平成 26 年 8 月 1 日 ~6 日 6日間 66.4万四3

平成 28 年 7 月四日 ~8 月 5 B 8日間 93.3万国3

令和 2 年 6 月 1 日 ~8 月 2 8日 延べ 37日照 521. 6万 m3
( 6 月初日 ~8 fi 10日の間は

河川自流が回復したため中断)

計 681. 3万 m3

参考 2 ・粟生頭首工直下毎秒 3 トンを下回った事例

下回った期間 備考一
平成 26 年 6 月 25 日 ~27 日 3日間

平成 27 年 6 月 1 日 ~5 日 5日間 かんがい放流実施中

平成 28 年 8 月 5 日 ~23 日 19日間 かんがい放流実施中

平成 29 年 7 月 18 日 ~27 日 31日間 かんがい放流実施中

平成 30 年 7 月 25B~27 日 3日間 かんがい放流実施中

※令和元年度、令和 2年度は下回った事例なし
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5 移住促進の取組について

移住の促進については、東京の「ええとこゃんか三重 移住相談センター」を

はじめ、大阪、名古屋での移住相談デスクや移住相談会を通じて移住希望者の

ニーズに応じた情報提供や、きめ細かな移住相談を行っています。今年度は新

型コロナウイルス感染症の影響から、一部取組を中止する一方、オンラインを

活用するなどして対応しているところです。

令和 2年4月から 8月末までの状況としては、 353件(前年同期 406件)の移

住相談があり、空き家パンクなど県および市町の施策を利用した県外からの移

住者数は、 102人(前年同期 110人)となっています。

1 令和2年度の主な取組

首都留の若者と移住者や地域の人たちが継続的につながり、交流するための

仕組みである「三重暮らし魅力発信サボーターズスクエア」を構築するととも

に、移住希望者からの相談や現地案内などに協力いただく「三重暮らし応援コ

ンシェルジュ」を委嘱しました。

また、“命"と“経済"の両立をめざす「みえモデル」の取組として、三重の

魅力を伝えるリレー動画の制作やハイブリッド移住相談を行っています。

( 1 )新型コロナウイルス感染症の影響

東京の常設窓口である「ええとこやんか三重移住相談センターJでは、

自による緊急事態宣言が発出された4月8日から 5月末まで、対面相談を中

止しました。一方、 4月下旬からはオンライン相談の受付を開始しました。

6月以降、感染防止対策を講じながら対面相談を再開するとともに、オンラ

イン相談は引き続き実施しています。

また、大阪、名古屋へ定期的に職員が出向く移住相談デスクについては、

4、5月は中止し、緊急事態宣言解除後に再開しましたが、感染症の拡大を

受け7月下旬から 9月上旬にかけて再び中止しました。

東京、大阪、名古屋でそれぞれ実施している移住相談会については、一部

中止したものもありますが、オンラインを活用したものに変更しています。

(2)三重暮らし魅力発信サポーターズスクエアの取組

首都圏に移住希望者のコミュニティ「東京スクエア」、県内に移住者や移

住者の受け入れを希望する地域の人たちのコミュニティ「三重スクエア」を

つくり、両スクエアのメンバーが継続的につながり、交流できるよう取り緩

んでいます。

<移住希望者の関心度合(検討の熟度)に応じた取組を実施>

①「地域を知るJ取組

ええとこやんか三重移住交流ポータルサイト内に、両スクエアのメンバー

が気軽に情報交換や相談ができる交流サイトを新たに設置しました。 8fiに

両スクヱアメンバーに対して IDを配布し、意見交換や情報交換を行ってい

ます。
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今後、オンラインを活用し、両スクエアメンバーの交流会も予定していま

す。

②「地域と関わる」取組

両スクエアのメンバーが協働し、地域の暮らしなどの魅力を伝えるWeb 

記事を作成します。

-対象地域多気町地内

-今後の予定:事前勉強会(10月)、取材・記事検討(11月)、記事公開(12月)

③「地域で活躍の場を見つける」取組

東京スクエアのメンバーが地域の資源や課題などを学ぶフィールドワー

クの実施などにより、自分にあった暮らしを実現するためのきっかけをつく

る取組については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止することと

しました。

( 3 )三重暮らし応援コンシェルジュの委嘱

移住希望者のさまざまな相談に対応できるよう、県内5圏域からそれぞれ

2名ずつ、起業した方や農業・伝統産業などに従事する移住者等を、三重暮

らし応援コンシェルジュとして委嘱しました。

三重募らし応援コンシェルジュには、今後、三重スクエアのキーパーソン

として、自らの経験、地域の情報などをもとにした移住希望者からの相談な

どに協力いただくほか、 2月には三重暮らし応援コンシェルジュ会議を開催

し、移住の取組について意見交換をする予定です。

(4) rみえモデルj の取組

①三重の魅力発信リレー

三重暮らし応援コンシェルジュをはじめとした移住者の日常の生活や営

み、地域との関わりなど、暮らしぶりを紹介する動画を制作し、リレー形式

で発信していきます。

9 月に l 本日を YouTube に投稿したところであり、今後、 2~3 週間の間

隔をあけて、 3月上旬までに計 10本程度投稿する予定です。

また、ワーケーションに関心のある人に対しでも、ワーケーションマッチ

ングサイトに併設する「暮らし」ページへの掲載や、マッチングイベント等

の機会を通じてPRすることにより、新たな移住希望者の掘り起こしにつな

げます。

②ハイブリッド移住相談

東京のええとこやんか三重移住相談センターでは、対面相談の際に市町と

オンラインでつなぎ、三者で相談ができるハイブリッド移住相談を進めてい

ます。

今年度、県主催の移住相談会は、これまでオンラインにより実施していま

すが、今後は対面の要素を加えたハイブリッド移住棺談会も実施していきま

す。
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2 今後の取紐

令和 2年 6月の内閣府調査「新型コロナウイルス感染症の影響下における

生活意識・行動の変化に関する調査j によれば、テレワーク経験者の約4分

の1が今回の感染症の影響により地方移住への関心が高くなったと回答して

います。

このような状況の中、本県への移住を促進するため、 1Tツールも積極的に

活用しつつ、相談者のニーズに応じたきめ締かな相談対応を行っていくとと

もに、三重暮らし魅力発信サボーターズスクエアの取組をしっかりと進めて

いきます。また、三重の魅力発信リレーにより、移住を考える人やテレワーク、

ワーケーションに関心のある人に、三重での暮らしをアピールすることで三

重への興味関心を引きつけ、本県への移住につなげていきます。
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移住者、相談者の状況(令和 2年4月から 8月末)

( 1 )移住者の状況

移住者数 102人(令和 2年8月末現在)

① 県および市町の施策の利用状況

「空き家パンク」の利用が全体の4割を占めています。

次いで「市町移住相談窓口利用Jとなっています。

R2.8末 参考 (R元 8末)

I頁 日 移住者数 割合 移住者数 割合

空き家バンク 44人 43. 1目 47人 42.7% 

市町の補助・助成制度利用 22)、 21. 6% 28人 25. 5月

内 市町移住相談窓口利用 28人 27.5% 23人 20.9% 

訳 その他各市町施策 1人 1. 0目 5人 4.5% 

地域おこし協力隊(任期終了) 5人 4.9% 3人 2. 7% 

その他県施策 2人 2.0% 4人 3.6% 

合計 102人 110人

② 移住先の地域

昨年同様伊賀が最も多くなっており、中南勢、東紀州の!債になっています。

仁亙豆己 参考:R元 8米

東紀州
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③ 年代

60代以上が最も多く、次いで 30代、 40代、 20代の順になっています。

R2.8未 参考:R元 8末

④ 家族構成

「単身」が最も多くなっています。

昨年度と比べて、「夫婦のみ」が減少し、「成年の子どもと親」が増加していま

す。

R2.8末| 参考:R元 8末

その他『 不明 4 不明 4

2 、"I 
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⑤ 移住前の住所

昨年度同様「近畿」が最も多く約半数を占めています。

「関東」が昨年度と比べると減少しています。

I R2.8* I 参考:R元 8末

⑥移住のきっかけ

「地方で働きたい・田舎で暮らしたい」が最も多く、昨年度よりも割合が多く

なっています。「実家の近くに戻りたい」の割合は減少しています。

(複数回答有延べR2.8末 44件、 R元 8末:68件)

。十 函R2.8末

ロ参考 :R元.8末40.0% 瞳
30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

でろ 環境
暮ら 後年定

実家
域募で 好きに 観光等 震 そ

の
た子の たり 近の 他

育良 しに らなで
興じしユ てい

たい地方 いく しつ訪れ
がと たた た
しこ で 戻 い 地 て v、

R2.8末 40.9百 9. 1目 25目 0% 9. 1 % 4.5% 

R光田 8末 19. 1 % 2.9% 26目 5% 20. 6% 2.9% 
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⑦ 三重県に決めた理由

「買いたい・借りたい家があった」が約 3割と最も多く、次いで「自然環境が

魅力」となっています。

「就きたい仕事があった」の割合は減少しています。

(複数回答有延べ R2.8末:84件、 R元 B米:99-1牛)

闘R2.8末

口参考 :R元 8末

40.0% 

30.0% 

20.0% i 

10.0%斗

0.0% 
そ
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他
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っ
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魅
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自
然
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境
が
魅
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て
・
病
院
等
生

活
環
境
が
魅
力

就
き
た
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仕
事
が

あ
っ
た

買
い
た
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・
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り
た

い
家
が
あ
っ
た

親
戚
が
近
く
に
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る

出
身
地
だ
か
ら

R2. 8末

R元 8末

⑧ 移住後の生活基盤

「企業等への就職Jが最も多く 5割近くになっており、次いで、「起業・創業・

自営業Jとなっています。

延べR2.8米:52件、 R元.8米:71件)(複数回答有

盟R2.8末

ロ参考 :R元 8米

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 。0%

そ
の
他

年
金

起
業
・
創
業

自
営
業

漁
業
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業

ノ、
以ニム

業
等

職、̂の
就

5.8% 

5.6% 

15.4% 

16.9% 

26.9% 

25. 4% 
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5.6% 

46. 2% 
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R2.8末
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(2) 相談者の状況

相談件数 353件(令和2年8月末現在)

① 受付場所

「東京」が最も多くなっており、昨年度と比べて「大阪」は減少しています。

主.8*I 

古

4

名

参考:R元 8米

② 相談方法

昨年度と比べて「面談Jは大幅に減少し、「メールJが増加しています。

R2.8末 参考:R元 8米
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③相談者の年代

50代が最も多く、昨年度より増加しています。

R2.8末 参考:R元.8末

④ 家族構成

「単身」が最も多く、昨年度より増加しています。

し位互主
その他

29 

12 

参考:R元 8米

不明
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の割合が昨年度より増加

⑤相談のきっかけ

「地方で働きたい」が最も多くなっています。

「観光等で訪れて好きになった地域で暮らしたいJ

しています。

一、
」

延べR2.8末:455件、 R元.8末 374件)(複数回答有

隠R2.8末

ロ参考 :R元8末
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9.2% 

8.6% 
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2. 1月

14. 9% 

14. 2% 

10. 1 % 

8.8% 

4.8% 

9.4月

50.8目

57.0% 

R2.8末

R元.8末

⑥ 移住先での生活基盤

「企業等への就職」が最も多く 6割近くになっています。

延べR2.8末 408件、 R元 8末:374件)(複数回答有

周R2.8末

日参考 :R元8末
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移住促進に向けた主な取締の予定(令和2年度)

令和2年9月初日現在

<嘗都圏>

取組概要(実施が確定しているものを記載) 開催日

移住のいろは(中止) 4月 12日(中止)

地域連携(伊勢志摩) 7月 4日(中止)

コ重の仕事と暮らし編 8月 30日何eb)

移住相談セ 移住相談会
ニ重で起業しよう

10月30日(1¥イ7'リッド) I ンターにお
~3 人の先輩と語り合う夜~

ける取組

空き家(仮) 11月 28日

地域連携(伊勢志摩) (仮) 2月予定

U' 1ターン就職セミナー
日程未定

(雇用経済部担当) 全4回(うち l聞は移住相談会と共催)

近畿・東海合同フェア
5月 24日(中止)

地域とつながる出会いの場! ((交流&移住》井戸端会議
全国規模の

10月 10臼・ 11日
移住フェア ふるさと回帰フェア 2020東京

(Web) 
等への出展

JOIN移住・父流&地域おこしフェア

(新宿住友ビルコ角広場)
l月 16日・ 17日

広域連携移
日本書rJ生のための将来世代応援知事同盟移住プロモーション

2月 14日(中止)
いいね!地方の暮らしフェア(東京国際フォーラム)

住プロモー

ション等 紀伊半島地域移住プロモーション 日程未定

座談会 10月 5日(¥I"ebl

オリエンテーション 10月下旬(¥I"ebl

県単独プロ 三重暮らし魅力発信サボーター
取材 11月予定 (¥¥eblモーション ズスクヱア事業

検討会 11月予定(官ぬ)

交流会 12月予定 (¥¥ebl

小計 19凹予定(うち 4回中止)
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移住促進に向けた主な取組の予定(令和2年度)

令和 2年 9月 30B現在

<関西暦>

取組概要(実施が確定しているものを記載) 開催日

4月 11日(中止)

5月 9B (中止)

6月 13日

J 

7月 11臼

8月 8B (中止)

移住相談デスク 9月 12日(中止)

大阪ふるさ 原員リ第2土縁日 10月 10日
と暮らし情

報センター 11月 14日

における取
12月 12日

京E

l月 9日

2月 13B 

3月 13日

オンライン移住セミナー 6月 27日何ebl

ええとこゃんかニ これからの移住を考える人のための相
10月24日(ハイプリッド)

震移住相談会 談会

移住相談会@京都 12月 5日・ 6日

おいでや!田舎暮らしフェア(ふるさと回帰フェア 大阪)
5月 31日(中止)

(大阪天満OMMビル)
移住フェア

イナカタリア(大阪ふるさと暮らし情報センター) 7月 11 日(ハイ7'1)ッド)等への出展

Inakagurashi x co 11 ec t ion 「イナコレJ
9月 5日(1¥イプリッド)

(大阪ふるさと暮らし情報センター)

5月初日(中止)

7月 28日(中止)

関西事務所
移住相談デスク 9月 29日(予約なし)

と連携した

取組
奇数月第4火曜日(完全予約制)

11月 24日

l月 26日

3月 23日

小計 24回予定(うち 7回中止)
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移住促進に向けた主な取組の予定(令和2年度)

令和 2年 9月 30日現在

<中京圏>

取組概要(実施が確定しているものを記載) 開催日

4月 18日(中止)

6月 20臼

モンベルと 移住相談デスク 8月 158 (中止)

連携した取 偶数月第 3土曜日

車並 10月 17日

12月 19日

2月 20日

2つの伊勢の暮らし編 9月 26日(官eb)
ええとこゃんか三重移住相談会

移住相談会@名古屋 12月 5白

小言十 8回予定(うち 2回中止)
し

合計(首都鋼、関西圏、中京圏) 51回予定(うち 13回中止)
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6 新型コロナウイルス感染症対策をふまえた新しい国体・大会に向けた

取組について

三重とこわか国体・三重とこわか大会(以下、「両大会」という。)の開催までl年を切

りました。両大会の開催に向けて、万全の新型コロナウイルス感染症対策を講じ、関・調

会式をはじめ、岡大会全般にわたって見直しを行いながら、両大会の成功に向け、県民の

皆さんとともに“オール三重"で、スピード感を持って準備を進めていきます。

1 鹿児島国体・大会の延期時期決定

今秋開催予定であった鹿児島国体・大会については、 6月 19Bに延期が決定し、その

後、主催者である公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協

会、スポーツ庁、鹿児島県の4者において、延期時期の検討が行われてきたところです。

こうした中で、鹿児島県は、 7月 31日には、 2023年の開催が内定している佐賀県に対

して、 8月5日には、 2024年の開催が内定している滋賀県に対して、鹿児島国体・大会の

2023年開催と、それぞれ内定していた会期の 1年延期を要請しました。

鹿児島県の要請を受けて、佐賀県は8月 19日に、滋賀県は9月 15Bに、それぞれ要請

の受入れを表明するとともに、 2025年の青森県以降の開催内々定県の了承が得られたこと

から、 9月初日、鹿児島国体・大会の 2023年の開催と佐賀県以降の国スポ※1・大会の 1

年延期が正式に決定しました。

※ l佐賀県以降、「国民体育大会」は「国民スポーツ大会」に名称変更されます。

2 新型コロナウイルス感染症対策をふまえた新しい両大会のあり方について

鹿児島国体・大会の 2023年開催が決定したことで、来年の三重とこわか国体・三重とこ

わか大会は、新型コロナウイルス感染症が発生して以降、初めての国体・大会となること

から、「新しい生活様式Jに基づく感染症対策をふまえた両大会に向けて、関・閉会式をは

じめ、両大会全般にわたって見直しを行います。

( 1 )基本的な考え方

①選手ファース卜

選手自らの力を存分に発揮できる安全・快適な環境を準備します。

cl安全・安心な大会運営

選手、関係者、観客、県民の皆さんが安心して競技会を観戦、応援、参加できる大会

運営を行います。

③両大会で掲げてきた価値の新たなかたちでの創造

コロナ禍にあっても、国体の基本方針である県民力の結集や多様な魅力発信ができる

大会とします。
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(2)主な見直し項目

①開・閉会式

現在、国のイベント開催制限や県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三

重県指針~ ver. 5 Jにおいて、人数上限や収容率の目安、留意点など、スポーツイベン

ト開催の要件が示されています。

国体は国内最大のスポーツの祭典であり、総合開会式が例年天皇皇后両陛下にご臨席

賜る行幸啓であるとと、また、選手の皆さんに影響があれば、競技会を中止せざるを得

ない事態に至る懸念があることから、選手をはじめ観客等来場者全体の安全・安心の確

保に向けて、より充実した対策を講じる必要があります。

こうしたことから、開・閉会式における感染症対策の徹底や、競技会への影響をでき

る限り小さくすることで、選手の皆さんはもとより、さまざまな形で協力・参加いただ

く皆さんの安全・安心に向けた万全の対策がとれるよう、式典の見直しを進めていきま

す。

告涜封支会

両大会の競技会開催にあたっては、大会の簡素・効率化を図りつつも、安全で安心な

競技会運営に向けて、十分な感染防止対策を進めていく必要があります。

}果実行委員会では、 7月に会場地市町及び競技団体に対して説明会を開催し、日本ス

ポーツ協会・日本障がい者スポーツ協会が作成した「スポーツイベントの再開に向けた

感染拡大予防ガイドライン」等に基づき、競技会運営における感染防止対策の基本的な

考え方を提示し、会場地市町等との協議を進めています。そのような中、例えば、津市

においては、競技会場における 3密を防ぐため、柔道、レスリングの競技会場変更及び

会期前実施競技への競技日程変更、バスケットボールとなぎなたの会場変更など、大胆

な見直しを行ったところです。

一方で、会場地市町は、新型コロナウイルス感染防止対策において、各市町問・各競

技間で競技会運営に大きなばらつきが生じることを懸念しており、一貫性のある三重と

こわか国体独自のガイドラインを示して欲しいと要望されています。

このことから、県実行委員会では、選手・監督をはじめ、参加される全ての皆さんの

生命・健康の安全を最優先にした競技会運営とするため、会場地市町及び競技団体と十

分に調整し、「国体競技会における三重県ガイドライン(仮称)Jを早期にお示しするこ

とで、会場地市町の競技会運営を支援してまいります。

また、大会においても、日本障がい者スポーツ協会と協議のうえ、「三重とこわか大会

競技会運営ガイドライン(仮称)J を作成していきます。
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③県民力の結集・多様な魅力発信

両大会を県民カを結集した大会とするため、県民の皆さんには「とこわか運動」やボ

ランティアへの参加、競技会場での応援を呼びかけてきたところです。

コロナ禍においても、より一層の機運醸成を図るため、「とこわか運動jやボランティ

アへの参加を加速度的にPRするとともに、開・閉会式の演出をはじめ、来訪者のおも

てなしゃ関連事業を通じて、三重の美しい自然・伝統文化など多様な魅力をより効果的

に発信していきます。

また、競技会場においては、感染症防止対策のため、観戦制限を検討する必要がある

ことから、競技会場以外の場所においても選手が活躍する姿を観戦し、応援の声を選手

に届ける仕組みを検討します。
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7 南部地域の活性化に向けた取組について

1 新型コロナウイルス感染症の影饗及び対応

(1)新型コロナウイルス感染症の影響と地域の現状

新型コロナウイルス感染症の影響により、県南部地域(伊勢志摩地域・東紀州

地域)においても、 3月以降、観光客が大きく減少しました。

中でも、東紀州地域では例年、夏から秋にかけて開催される花火大会やウオー

クイベントなど多くのイベントが中止となり、また、お盆の帰省自粛などから、

観光客・来訪者が大きく減少しており、地域の経済活動は、域内消費に縮小して

いる状況です。

そのような中、県南部地域の多くの市町では、地域経済を刺激するため、地元

向けの「お買い物クーポンJや「宿泊クーポン」などが発行され、国の GOTOト

ラベルキャンペーンの効果もあり、一部の施設では観光客が戻り始めている状況

です。

なお、伊勢志摩地域では名古屋方面からの来訪客が、東紀州地域では関西方面

からの来訪客が増えている傾向があると聞いています。

また、感染症の危険を避けるため、多くの県内学校の修学旅行・社会見学など

教育旅行の行先が県内に変更され、宿泊や自然体験のニーズが増えています。

伊勢志摩地域では、愛知県や岐阜県など中京留の学校からの来訪も多くなって

います。

教育旅行などの誘致に取り組んだ結果、馬越峠や松本峠への熊野古道の諮り部

の派遣依頼が 52校 3，381人 (9月初日現在)となり、また、旅行会社によるツ

アーも再開され、例えば、大阪発の l泊2Bのツアーでは催行上限人数に達する

など実績が出てきています。

(2)今後の観光誘客の取組

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国外からの観光客は当面の間期待す

ることが難しく、また居内客についても感染への懸念から遠方への旅行を控える

傾向が続くものと考えられます。

こうしたことから、今年度は、高校生など若い世代を対象にした「ひと」づく

りや、圏内の近隣地域からの誘客促進、コロナ収束後に国外客を円滑に受け入れ

ていくための環境整備などを中心に取り組んでいきます。

実施する事業の内容については、コロナ影響下にあっても相応しいものに適宜

変更していくなど、状況に応じた取組を行っていきます。

39 



2 豊かな自然の中で安心しで楽しめる荷部地域島幸力発信事業について

( 1 )南部地域体験教育旅行促進事業

(6月補正(その 2): 5， 375千円、 8月補正・ 121， 672千円)

① 概要

新型コロナウイルス感染症を契機として、県外への教育旅行の実施が難しい

状況の中、豊かな自然等の価値が見産されています。体験を取り入れた県内学

校の教育旅行を多様で豊かな自然や歴史文化を有する南部地域へ促すことで、

南部地域の事業者を支援し、地域経済の回復を図るとともに、教育旅行を通し

て豊かな自然等を有する南部地域の魅力を県内の児童生徒に認識してもらい

ます。また、教育旅行後にも家族とともに再度来訪していただくなど、南部地

域のファンを増やしていきます。

② 南部地域体験教育旅行促進事業費補助金

南部地域において体験を取り入れた教育旅行を実施する県内学校を支援(児

童生徒 1人あたり、旅行先に応じて1， 000円、1， 500円、 2，000円に宿泊を伴

う場合は 3，000円を加算)します。

8月補正予算の成立を受けて、次のとおり交付決定を行いました。

ア第 l 期申請 (7 月 1 日 ~8 月 14 B) 

延べ 322校、 18，343人分(総額 7，248万 4，000阿)に交付決定

イ第 2期申請 (9 月 7 日 ~9 月 30 日)

延べ 55校、 3，942人分(総額1.065万 955円)に交付決定

※9月 18日までに申請のあった 10月実施の旅行分

③ 教青旅行の概況(第1期、第2期(10月分)の計)

ア形態別内訳

・宿泊を伴う旅行 延べ 286校、 16，331人分(全体の約8割)

〔体験場所〕伊勢志摩地域:約7説、東紀州地域.約3割

〔宿泊場所〕伊勢志摩地域:約 8割、東紀州地域:約 2割

・日帰りの旅行 延べ 91校、 5，954人分(全体の約2割)

〔体験場所〕伊勢志摩地域:約 8割、東紀州地域.約 2割

イ体験内容

-語り部の案内による熊野古道の散策

-真珠養殖の歴史を学習したうえで珠を取り出し、アクセサl)ーを製作

・海女から仕事や生活の様子を聞き、道呉を試し、郷土料理を試食

-みかん栽培の話を開き、収穫を体験

・シーカヤックやサップなどのウォーターアクティビティを体験
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教育旅行を実施する学校からは、「子どもたちが県内を知る良い機会であ

るJとのご意見をいただいています。また、語り部とともに熊野古道を散策

した子どもたちから「自然の中の古道を歩いて気持ちがよかった。また歩き

たい。」という感想を、熊野古道センターが提供する尾鷲ヒノキの木工体験で

は、「尾鷲ヒノキで作フたバターナイフが、家族への良いお土産になった」と

いう子どもたちの感想、や「非常に良かったので、他の学校にも紹介したしり

という先生の声をいただきました。

④ 今後の予定

新型コロナウイルス感染症の動向によっては、今後も、県外から県内、特に

南部地域へと教育旅行の見直しを行う学校が増えることも考えられることか

ら、南部地域への教育旅行を希望するすべての学校を支援するため、第3期の

申請受付を予定しています。

(2 )南部地域自然体験促進事業 (6月補正(その 2); 5， 662千円)

①概 要

南部地域の豊かな自然を活かしたアウトドアスポーツ等の促進や魅力発信

に広域で取り組んできた強みを活かし、豊かな自然の中で健康的に安心して楽

しめる南部地域をPRするため、自然体験や体力増強、健康増進につながるコ

ンテンツの利用促進キャンペーンを実施し、事業者が複数連携して実施する自

然体験イベントの補助を行っています。

② 南部地域自然体験促進事業費補助金

南部地域の自然体験等事業者が複数連携して実施する地域に人を呼び戻す

自然体験イベントに対する補助(補助率 112、上限額 20万円)

ア申請数

・第 1 期申請 (7 月 1 日 ~7 月 17 日)

8 月 lB~2 月初日に実施されるイベントが対象

8件(総額1， 266千円)に交付決定

-第 2 期申誇 (9 月 1 日 ~9 月 16 B) 

11 月 1 日 ~2 月 28 臼に実施されるイベントが対象

1件 (200千円)に交付決定

イ イベント概要

-メガサップ・カヤック体験会、釣り大会、テントサウナ等体験会など

・実施場所は、東紀州地域が6件、それ以外の地域が3件

③ 今後の予定

新型コロナウイルス感染症の状況も見極めながら、 12月以降に開催する自然

体験イベントを支援するため、第3期の申請受付を予定しています。
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3 地域の誇り次世代継承プロジェクト事業

次世代を担う子どもや若者を対象に、熊野古遂の価値や地域の歴史、文化を理解

する取組を実施することにより、自らが住む地域と世界遺産熊野古道に愛着と誇り

を持ち、地域の担い手となる「ひと」づくりを行います。

( 1 )・ばりすごいで!世界遺産塾

0 日程:11月以降に順次実施

0対象:東紀州地域の小・中学生(1回あたり約 20人、 3回程度)

O 概要:地域のさまざまな達人を塾の講師やコーディネーターに迎え、熊野古

道やその周辺の自然・歴史・文化等を体験し、地域の「本物」に触れる

講座を開催します。

(2) r高校生Jx r熊野古道Jx r S D GsJ = rいざ!東紀州へ」

0 日程:10~ 1月(地元保全団体・高校と調整中)

0対象.東紀州地域の高校生(尾鷲高校・木本高校)

0概要:熊野古道の諮り部等を講師に迎え、地域の歴史や文化、世界遺産熊野古

道への造詣を深めるとともに、保全団体等が同時に活動を実施する「熊

野古道一斉クリーンアップ作戦」へ参加して熊野古道を守っている

人々の患いに触れることで、自地域の魅力を再認識し親しみや愛着を

育んでいきます。

4 熊野古道サボーターズクラブの叡組

地域の保全国体と連携して、熊野古道の保全体験活動を企爾・実施する熊野古道

サボーターズクラブの活動について、感染防止対策を徹底のうえ再開します。

12月またはl月の実施について、「熊野古道一斉クリーンアップ作戦」を各保全

団体等と調整しており、サボーターズクラブ主主録者や世界遺産登録 15周年実行委

員会構成団体への参加を呼びかけることに加え、東紀州地域の高校生の参加も予定

しています。

0 日程:10月 18日 始神峠 | 

11月 14日二木島峠・逢神坂峠 トー計 5回

12~ 2月で各月 l回馬越峠、大吹u串等 i 

5 rサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路・バスクの道J写真展

昨年 11月のスペイン・バスク自治州との「世界遺産の巡礼道を生かした協力・連

携に関する覚書J締結を受け、スペインへ渡航して、両県州の巡礼道に関わる民間

団体同士の交流を検討していましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を勘案し

中止しました。

そのような中でも、バスク自治州との関係が薄れることがないよう、本県が本年

3月に予定し延期となっていた写真展を実施します。
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0 日程:令和 2年 12月5日~令和3年 1月31日

0 場所:三重県立熊野古道センター 展示棟ホール

0 内容:バスクの道沿線の写真 (48点)等をパネル展示

0その他:企画展「霊ヤコブへ続く巡礼の道J(主催:熊野古道センター)との

同時開催

6 r三震県・奈良県・和歌山県夜伎の方限定 1 “今"だからこそ、“近場"で楽しも

う 1キャンペーンJの実施

7月9日に開催された紀伊半島知事会議での合意に基づき、奈良県・和歌山県と

連携し、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」地域において三重・奈良・和歌山の

3県在住者を対象に、宿泊キャンペーンを実施しています。

0 期間:令和2年 10月1日~令和3年2月 14日

0 応募条件:三重県、奈良県、和歌山県の世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」

地域の宿泊施設へ2泊(連泊の必要なし)以上宿泊すること

0 プレゼント:世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道J地域の指定ペア宿泊券 (3

万円相当)を抽選で 50名等

7 (一社)東紀州地域振興公社の取組

観光地域づくり法人 (DMO)登録に向け、本年4月に一般社団法人となった公

社の基盤強化を行いつつ、アフターコロナ・ウィズコロナをふまえ、通過型観光か

ら滞在型観光への転換に向け、重点的に観光分野の取組を行っていきます。

観光関係では、インスタグラムやブログ等を活用し、またイベントへの参加を通

じて情報発信を行っていきます。

また、多言語対応版の「旅行ルート作成システム」構築や、宿泊施設へのヒアリ

ングや専門家の派遣並びに、紀南管内の道の駅の連絡会議への参加により観光施設

の横のつながりの強化を支援するなど、来訪者の受入環境整備を着実に進めていき

ます。

産業関係では製造販売事業者への支援としてセミナーの開催、伺別訪問によるヒ

アリングやアドバイスを行っています。

く夏秋期のイベント実施状況〉

08 月 2~9 日、大阪市梅田地下街

「三重県観光・物産フェア」で情報発信と海産・農産加工品等特産品販売

010R2~4 目、名古屋市イオンナゴヤドーム前j苫

「三重県フェア」で情報発信

010 月 22~24 日、名古屋市金山総合駅

「南三重ふれあいフェスタ」で情報発信及び特産品の販売

43 



44 



8 指定管理者が行う公の施設の管理状況報告(令和元年度分)について

<県の評価等>
施設所管部名 強援連盤笠

1 指定管理者の概要等

施設の名称及び所在 三重県立ゆめドームうえの(伊賀市ゆめが丘一丁目1番地の3)

指定管理者の名称等 日本環境マネジメント側代表取締役片山安茂

指定の期間 平成29年4月1日~令和4年3月31日

-ゆめドームうえのの設置目的を達成するために必要な賓館事業及び指定管環者の自主事業の実施
に関する業務

指定管理者が行う管理業務の内容 -ゆめドームうえのの施設等の利用の許可等に関する業務
-ゆめドームうえのの利用料金の収受等に関する業務
-ゆめドームうえのの施設・設備の維持管理及び修繕に関する業務

2施設設置者としての県の評価 ※指定管理者が変わった場合、平成30年度の評価は斜線を記入しています。

指定管理者
県の評価評価の項目 の自己評価 コメント

H30 R1 H30 R1 

簡易な修繕は外注せず職員で行うなど施設の効果的、効率的な管理・運嘗に努め
ており、適切に業務を実施したと評価できる。

1 管理業務の実施
A B + 特に、令和元年度は直嘗で次のとおり、施設備品の長寿命化に取り組んだことが

状況 評価できる。
幽屋外木製ベンチの修繕
開トレーニングマシーンのさび取り及び塗装

施設利用者数は119，547人(121，129人)、施設利用率は91.9%(93.1 %)、競技場

2 施設の利用状況 A B 
(火媛白昼間)利用率は63.5%(78.4%)となっており、いずれも目標を達成したもの
の、平成30年度と比較していずれも減少した。
※( )の数値!ま平成30年度

年間施設利用者数については、目標値105，0∞人に対し実績値119，547人、施設利
3 成果目標及びそ

A B 
用率は目標値85%1こ対し実績値91.9%、競技場(火曜日昼間)利用率は目標値

の実績 45%に対し実績値63.5%で、いずれも目標債を達成したものの、平成30年度と比
較していずれも減少した。

※F評価の項巨jの県の評
価

r + J (プラス)→指定管理者の自己評価に比べて高〈評価する。
「ーJ(マイナス)→指定管理者の§己評価に比べて低〈評価する。
r J (空白) →指定管理者の自己評価と概ね隠じ評価とする。

総括的な評価

指定管理者の自己評価は、3つの「評価の項目JのいずれもrBJ評価であるものの、施設備品の長寿命
化に取り絡んでいることを評価して、「管理業務の実施状況」についてはr+J評価とし、適切に管理されて
いるものと評価する。

特に、管理業務について目は以下のとおり実胞され、施設の設置目的である「県民の心身の健全な発達お
よび体育園スポーツの普及振興を図るとともに文化の向上等jの達成に向け取り組んでいる。
・施設設備の維持修繕を行い、施設を良好な状態で維持管理している。
・窓口、電話でのきめ細かな対応を行うなど、公の施設であることを十分に意識し、誰もが平等に利用で
きるよう努めている。
・トレーニング室の利用申請をr3目前までJから「直前Jに変更するなど、利用者のサービス向上に努め
ている。
・危機管理の取組として、指定管理者独自で、も危機管理マニュアルを作成し、災害時の対応に不備
のないよう努めている。
・利用者アンケートを実施し、ニーズ分析を行い、その後の事業等に反映するよう努めている。
-省エネ仕様の自動販売機を設霞したり、人権やハラスメントの研修を実施したりするなど、県施策との
整合を図るとともに、情報公開や個人情報保護への対応についても適切に取り組んでいる。
-新型コロナウイルス感染疫にかかる感染紡止対策の徹底に努めている。

その他、ホームページやフェイスフック等による積極的な情報発信や、自主事業の各種教室の充実、ファ
ミリーヂイ、スポフエス@ドームの開催等による利用向上に努めた。
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<指定管理者の評価・報告書(令和元年度分)>

1 管理業務の実施状況及び利用状況

指定管理者の名称日本環境マネジメント側

(1 )管理業務の実総状況

め管理遺書事業の実怖，に濁する業務

-指定管理3年目の令和元年度は、お客様満足度のさらなる向上を目指して諸事業に取り組んだ。
-貸館事業は、施設利用者数 119，547人(平成30年度比1，582人減、目標105，000人)、施設利用率 91.9%(平成30年度比1.2ポイント
減、目標85%)、火曜日昼間の競技場利用率 63.5%(平成30年度比14.9ポイント減、目標45%)で、平成30年度の実績を下回った
もののいずれも毘擦を達成した。
-自主事業(イベント)/立、平成30年度から始めたゴールデンウィーウの「ゆめドームうえのファミリィーデイム 3年目となる夏休みの「夏
スペ(手ぶらで卓球orバドミントン)Jと、秋冬の「スポーツフェスティパル(すぽフェス@ドーム)Jを令和元年度も実施し、あわせて
2，053人の方にご来場いただいた。ファミリーデイ、す!まフヱスとも地域のNPO法人とのジョイントで実施した。
-自主事業(教皇室事業)は、年度途中の開講・終講あわせて19講疫を実施し、延べ7，760人にご参加いただいた。中でもZUMBA/立、平
成30年度の1，414人を大きくよ図る1，788人の参加があった。また、令和2年度の新規開講にむけて2議座(ZUMBAGOLD，フラトレ)
の無料体験会を開催した。
-トレーニング室は、 487人の新規登録をいただき累計登録者数は2，719入となった。年間の総利用者数は13，351人で営業尽の1日平
均は40.3人と平成30年度(40.3人)と伺数となった。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月2臼より3月31Bまでトレーニング
護は休室した。

②施設及ぴ設備の維持管理及び修繕に関する業務

-築後22年が経過し、経年劣化により、建物や設備の修繕が多発した。 4Jlの器具庫電動シャツ宇一修繕を皮切りに、照明制御シス
テム修繕、第2アリーナの音響反射板及び壁面の修繕、電気室の雨漏り修繕を実施した。
-大きな予算を伴わないものとしては、屋外の木製ベンチの修繕や、トレーニングマシンのさび取り及び塗装、扉の開閉装置や蛍光
灯の安定器の取替えなどに取り組み、施設及び設備の良好な維持管理に努めた。

③県施策への記慮に関する業務

. [三重県立ゆめドームうえのの管理協定に関する基本協定書」第6条に基づき、次のとおり取り組んだ。
(1 )人権尊重社会の実現として、個人情報保護(7/17)や人権問題、セクハラ、パワハラ(1/17)に関する研修を実施した。
(2)持続可能な循環裂社会の創造に向けた環境保会活動として、自動販売機B台は省エネ仕様としている。
(3)ユニ1¥ーサルデザインのまちづくりとして、自動販売機のうち1台はバリアフリー仕様としている。
(4)自然災害防災対策として、「ゆめドームうえのファミリーヂl'J/二おいて、来場者の皆様にも参加していただき、コンサート中に災害
発生を想定した避難訓練を実施した。この際、災害救済機能付自動叛売機の使用体験も行った。
(5)県内在住者、県内観光客の情報入手利便性を図るため、 Wi-Fiアクセスポイントは、三重県公衆無線LANfFree-Wi-Fi-MIEJとして
いる。
(6)受動喫煙防止のため、喫煙場所を移動させ、対策強化に努めた。

⑧情報公開・億人情報保誇に関する業務

-情報公開請求はなかった。
'個人情報については、その重要性を認識し、鍵のかかる書棚へ格納するとともに、事務室への入退宴の管理の徹底を行ったロ令
和元年7月17日に、個人情報保護研修及び確認テストを実施した。また、日々の業務の中で職員へ指導を適宜実施した。

⑤その他の業務

特になし

(2)施設の利用状況

線設別利用者数及び利用率は以下のとおりです。

指定管理者の成果目標 利用実績 達成半
年間施設利用者数 105，000人 119，547人 113.9早古

施設利用半 85.0与も 91.9% 108.1 % 
競技場(火濯臼昼間)利用半 45.0号也 63.5早古 141.1号色
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2 利用料金の収入の実績 (単位.阿)

-利用料金収入は、 20，717，500円(平成30年度比100.7弘、自標17，475，0∞丹)で、 118.6唱の達成率となった。
・令和2年3foi31日までの利用料金については、すべて納入済である。
-利用料金の還付は3件、合計14，090円であった。

3 管理業務に関する経費の収支状況 (単位ー阿)

収入の部 支出の部

H30 R1 H30 R1 

指定管浬料 40，044，000 40，040，000 事業費 4，771，528 4，507，784 

利用料金収入 20，570，670 20，717，500 管理費 60，548，286 59，435，178 

その他の収入 4，650，250 4，926，968 その他の支出 。 。
合計 (a) 65，264，920 65，684，468 合計 (b) 65，319，814 63，942，962 

収支差額 (a)ベb) ム 54，894 1，741，506 

※指定管理者が変わった場合、平成30年度の収支状況には斜線を記入しています。

問一免額 I 0F9 

4 成果目標とその実績

項目 目標 実績 達成半

年間施設利用者数 105，000人 119，547人 113.9% 

施設利用率 85% 91.9% 108.1出

競技場(火曜日昼間)利用率 45見 63.5覧 141.1百
成果目様

成果目標に対する実績 事業計醤書提案事項の置行事 90出 91.9目 102.1百

ス少yフの接遇満足度 85出 100.0弘 117.6% 

施設サービスの満足度 85目 96.4百 113.4目

施設の総合的な満足度 85% 98.5目 115.9出

-週末や夏休み怠どは大会等で多くの予約をいただいているが、かねてより課題の平日昼間の稼働率向上
のために、展示会怠どのビジネスユースを取り込む努力を重ねていく。
-令和3年度開催予定の三重とこわか国体を視野に、平成30年度より始めたデモンストレーション穏自の「キ
ンポール教室」の継続とともに令和2年度には全県的1Jキンボール大会を開催する。
-県サイクリング協会怠ど地域の団体と連携を取り、広域イベント開催の検討等、施設の利用促進に努め

今後の取組方針
る。
-ご利用のお客様にはリピートしていただけるよう接遇のさらおる向上を自指す。
-施設及び備品(トレーニングマシンなど)の経年劣化で修繕が増加していることから、令和2年度は修繕予
算の20万円上積みを予定している。
-新型コロナウイルス感染症は今後も影響を与えると予測されるので、感染拡大予防のために定められたガ
イドラインに基づき、施設の運営を行っていく。
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5 管狸業務に関する自己評価 ※指定管理者が変わった場合、平成30年度の評価は斜線を記入しています。

評価の項目
評価

コメント
H30 R1 

安全・安心な施設運営を重視し、器具庫電動シャツ合一修繕、照明制御システムの修繕、第2アリーナ
1 管理業務の実施

A B 
音響反射板及び壁面の修繕、電気室の雨漏り修繕を行い、また、予算の有効活用を図るため、屋外の

状況 木製ベンチの修繕や、トレーニングマシーンのさび取り及び塗装、扉の開閉装置の修繕、蛍光灯の安

定器の取り換えは外注せず職員で行った。

司アリーナに関しては、第1・第2アリーナとも年聞を還して大半の遁来は予約で埋まっているという状況
で、ご利用後も翌年の予約をいただく等、リピ一宮ーに支持をいただいたものと考えている。また、平B

2 施設の利用状況 A 日
は、夜間を中心lニ少人数のフットサルなどにご利用いただき、稼働率の確保につながった。

前経連動皇室は、ダシスや空手、卓球、楽器演奏など様々なご利用をいただき88.1%の稼働率、会議室
も、学習教室やそろばん、お花の教棄などで48.1%の稼働率となった。
-自主事業やイベントの参加者も多く、年間施設利用者数は119，547人となった。

-年間施設利用者数119，547人(105，000人)、施設利用率91.9%(85%)、競技場(火曜臼昼間)利用率
63.5% (45%)、事業計画書提案事項の緩行率91.9%(90%)、ス歩ッフの接遇満足度100.0%(85%)、

3 成果目標及びそ
A B 

施設サービスの満足度96.4%(85%)、施設の総合的な満足度98.5%(85%)で、余項目で目標を達成し

の実績 ましたものの利用者数、施設利用率、競技場(火曜日昼間)利用率、施設サービスの満足度が平成30
年度実績を下回りました。(カッコ内は目標値)。

※評価の項目r1jの評価
rAj →業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。
rSj →業務計蘭を順調に実施している。

※評俸の項目 r2jr3jの評
{面

rCj →業務計闘を十分には実施できていない。
rDj →業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。

rAj →当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。
rSj →当初の目標を達成している。
rCj →送初の目標を十分には達成できていない。
rDj →当初の自襟を達成できず、大きな改善を要する。

-令和元年度も7つの成果目標をすべて達成できたことは、日常の管理運営の取り絡みが結果を出し、お客様の支
持をいただけた結果だと考えている。

・令和3年度のとこわか国体の機運醸成のために、ゆめドームうえのでヂモンストレーションスポーツとして実施が予
定されているキンボールの教室を月2回開催するなどの取り組みを継続している。

総括的な評価 1・施設利用者様アンケートで萎望の多かったダンベルの追加など機器の充実にも取り組んだ。
-修繕についても、簡易なものは外注せず職員で行い、ローコスト・迅速化に取り組んだ。
号|き続き、施設の魅力を向上させるため、維持管理、各種教室やイベント事業の運営に必要な人員の適正な配霞
や予算の適正な執行に努めていく。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告(令和元年度分)について

く県の評価等>
施設所管部名 堕援護獲量E

1 指定管理者の概要等

施設の名称及び所在 一重文通Gスボ ツの柱鈴鹿(鈴鹿市御宇琶治町館1665910番番地地)) 
三重交通Gスポーツの社伊勢(伊勢市 町

指定管理者の名称等
一重県体育協会グルプ代表者公益財団法人一重県体育協会理事長村木 輝行
(鈴鹿市御菌防1669番地三重交通Gスポーツの杜鈴鹿内)

指定の期間 平成31年4月1臼~令和6年3月31日

施設等の利用の許可等に関する業務
指定管理者が行う管理業務の内容 利用料金の収受等に関する業務

思①B 事業実経~関する業務

施設等の維持管理及び修繕に関する業務
三重交通Gスポーツの社鈴鹿及び三重交通Gスポーツの杜伊勢の管理上必要と認める業務

2施設設賞者としての康の評価 ※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています

指定管理者
県の評価評価の項目 の自己評価 コメント

対30 Rl H30 Rl 

競技毘体との利用説整会議において競技団体閑の調整を適切に行い、各種大会の
開催及び円滑な運営を行っている。また、関係団体等と三重とこわか国体、三重とこ

1 管理業務の実施
わか大会の開催に向けて情報交換を進めている。

日 日 日常点検等によザ施設の異常偲所の早期発見に努め、必要に応じ施設修繕を行う状況
など、良好な施設環境の提供やサービス向上に努めている。
緊急事態にi車切に対応できるよう、日常的な危機管還の徹底と定期的な実地訓練

を行い、緊急事態発生時の態勢を意識した取穏を行っている。

年間利用者数は、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿は497，617人(対前年度比86，341
人減)、三重交通 Gスポーツの杜伊勢|ま380，611人(対前年度比176，190人減)であっ
た。
平均稼働率は、鈴鹿は41砧(対前年度比4怖滅)、伊勢は53%(対前年度比4帖減)

Z 施設の利用状況 B B 
であった。
継続的に休業罰の縮小及び営業時間の延長など、利用者サービス及び利便性の

向上に努めるとともに、広報誌やフリーペーパ一等のメディアを活用したPR活動や、
鈴鹿スポーツガーデンフヱス久感謝フェスティパル、フリーマーケットなどの施設P司イ
ベントを開催するなど利用拡大に向けた取締を実施している。なお、両施設とも新裂コ
ロナウイルス感染症の影響により年度末の利用者が減少した。

3 成果目標及びそ
利用者数について、三重交通 Gスポーツの社鈴鹿は、成果目標512，000人に対し

日 8 て497，617人と成果白標に達しなかった。また、三重交通 Gスポーツの杖伊勢は、成の実績
果目標360，000入に対して380，611人で成果目標を上回った。

※「評価の項目」の阜の評
価

r + j(プラス)→指定管理者由自己評価に比べて高〈評価する。
r -j(マイナス)→指定管理者由自己評価に比べて低〈評価する。
r j(空白) →指定管理者の自己評価と概ね潤じ評価とする。

-競技団体等との利用調整業務、利用許可や料金収受業務、施設の維持管理及び修繕等に関する業務を適
切に実施している。
・収支状況を考慮しながら、必要競技器異の補充及び施設の修繕を実施し、利用環療の改善に努めている 0

・県民ニーズの高いスポーツ教室を開催するなど生涯スポーツの推進への貢献に努めている。-
. r鈴鹿スポーツガーデンカップ大会」を調催するなど、県民がスポーツに親しめる機会の充実を図るとともに、
フリーマーケットを隠催し、スポーツ以外の利用促進にも努めている。

総括的な評価 卜新製コロナウイルス感染症の拡大防止対策を適切に講じ、利用者の感染防止に配慮した運営に努めてい
る。
・休業日の縮小及び営業時間の延長を行っており、利用者サービス及び利便性の向上に努めている。
・三重とこわか国体調三重とこわか大会の会場であることから、県民にとって、より身近に感じられる、より利用
しやすい環境に配慮した施設となるための更なる努力が必要である。

総合的に見て、適切な指定管理業務を実施しており、指定管理者の自己評価は妥当と思われる。
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く指定管理者の評価・報告書(令和元年度分)>

1 管理業務の実施状況及び利用状況

(1 )管理業務の実施状況

E司1管露軍営喜草婁の婁怖に聞する掌務

指定管理者の名称三重県体育協会グループ

・管理施設を利用する競技団体等との科用調整会議を開催し、各種燥大会の開催及び円滑な還営に努めた。また、関係部
署、関係毘休等と三重とこわか国体、三重とこわか大会頭催に向けた情報交換を進めた。
・利用規程を定め、施設及び設備の利用許可業務を適正に行った。また、利用規程は県の承認を得たうえで随時改正を行
い、可能な限り利用者の要望等に応えることで利用しやすい施設の提供に努めた。
・業務上必要となる職員スキル向上のため、講習会の開催又は講習会への派遣を行った。
・円滑な施設運営を行うために、各委託事業者との連携強化を図るとともに、三三重県体育協会専門委員会による施設運営連
絡会議を開催した。
町緊急事態に適切に対応できるよう、回常的な危機管理の徹底と定期的な実施訓練を行った。
. 'flJ用拡大を目的とした広報活動として、ホームページでの案内、イベントチラシの市報への折込、スポーツ教室募集チラシ
の新聞折込、市内配布型フリーペーパーへの広告掲載などを行い施設PRIこ努めた。また、最寄りのバス停留所『三重交通
Gスポーツの社鈴鹿ぐちjから本施設内へ無料シャトルパスを独自に運行し、利用者の利便性の向上に努めた。
・通常時に来場者アンケートなどを実施し、利用者の意見要望を収集し、課題を洗い出すとともに速やかにその対応に努め
fこa

・利用者に対して、安全な環境を提供するため事故の未然防止として定期的な巡閲・点検を行い、異常が見つかった場合は
施設あるいは器具の使用中止と共!こ、速やかな修繕を行い、利用環境の向上に努めた。

②腕設及び設備の維棒管理丑ぴ修繕Iこ関する業務

・職員の日常点検、外部委託事業者の検収を行うことで異常筒所の早期発見に努め、利用者に影響がある箇所は優先して
修繕を行ったo

・良好な施設の提供やサービス向上を図るために、大規模改修の詩期や過去の修繕状況を考慮して計箇的な修繕を実施し
T三。
-現在の設備状況及び過去の修理状況を踏まえ、修繕言十習を作成し、修繕が必要となる場所を三重県地域連携部国体・全
国障害者スポーツ大会局スポーツ推進諜へ報告・情報共有し、今後の対応を協議した。
-競技包体の要望とともに収支状況を考慮しながら、必要競技器具の補充及び施設修繕を実施した。

③県腕策への国療に翻する業務

-施設の特性を活用した大規模大会が開催できるよう各競技窃体と調整を行い、大会の繍催及び誘致に努めた。また、三重
とこわか国体、三重とこわか大会を円滑に開催できるよう担当部署と連携を進めた。
-生涯スポーツの推進のため、主催教室(スポーツ教室)や各種大会を開催した。

【三重交通Gスポーツの杜鈴鹿】
・スポーツ教室は425講座開催、延べ34，037人の参加があった。
-入場券のみで参加できる水泳ワンポイントレッスン51閲566人、水中運動ワンポイントレッスン15回176人などを実施したD

-本協会加盟の競技団体と連携し県民が気軽にスポーツに参加できるようf鈴鹿スポーツガーデンカップ」を開催した。ソフト
テニス(小学生17チーム、中学生200ベア、高校生68校、一般58ベア)、テニス(335人)、フットサル(200人入サッカーU13
(220人)、ラグビー7人制(大学・一般56人入水泳(児童・一般219人)の参加があった。
・体育館を有効に活用するため、大会予約のない土日祝日にフリーマーケットを開催し、スポーツ利用以外の利用促進を
図った。
・三重とこわか健康マイレージ事業のマイレージ特典協力后に登録し、健康増進事業への協力に努めた。
・テニスコートの定期利用者の拡大を目的に、サーヲルの登録制度を設け使用料の一括精算や継続利用の環境整備を行う
などサーウル活動支援を図った。(サークル受録数 148@l体)

[三重交通Gスポーツの社伊勢}
・スポーツ教室は、 109講座開催、延ベ18，268人の参加があった。
・県民のスポーツ活動の支援と生涯スポーツの普及・振興を促進するため、ニーズの高い種昆のスポーツ教室を優先して開
催した。
・スポーツを通した青少年の健全育成に寄与できるとともに、競技スポーツに直接関係のない人々への周知を目的として、
感謝フェス子ィバJレやフリーマーケットを調催した。
・三重とこわか健康マイレージ事業のマイレージ特典協力庖に受録し、健康増進事業への協力!二努めた。

6事情報公開・個人情報保護に翻する婁蒋

-情報公開については、公益財団法人三重県体育協会情報公隣実施要領に基づき取扱っている。
-個人情報については、公益財団法人三重県体育協会個人情報保護実施要領に基づき個人情報の取扱を行っている。ま
た、個人情報保護方針をホームページへ掲載を行うとともに、教室申込書などには個人情報の取扱について明示している。
各施設で保管している施設利用申請書、スポーツ教室参加者名簿、施設顧客名簿等の個人情報が記載された文書や電子
ヂ一世が外部へ漏洩しないように全職員で厳重に注意し、取扱っている0

・三葉県若しくは関係機関が主催する個人情報に関する講習会へ新人ス9ッフを中心lこ派遣し、制度の正しい理解と運用が
できるよう研修を行った。

⑤支企盤金建築

. 'fIJ用拡大の一環として、近隣企業などの福科厚生施設としての利用提携を継続して行った。
・地域の連携強化として、両施設が設置された各市が隣催するイベント隠催に協力した。
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(2)施設の利用状況

2 1・'JII.............、--~〆、，、、--~喝ζ咽宮司L 、a・，.....，........， S / 

指定管理施設収入 197，701，378 

内訳

三重交通G スポーツの杜鈴鹿 149，172マ351三重交通G スポーツの杜研勢 48，529，027 

施設利用料収入 97，041，850 施設利用料収入 36，928，987 

参加料収入 47，032，871 参加料収入 10，859，600 

その他収入 5，097，630 その他収入 740，440 

3 管環業務に践する経費の収支状況 (単位円)

指定管理料

利用料金収入

その他の収入

合計 (a) 

収支差額 (aHb) 

三室支出スポーツ暗闘

三重交通Gスポーツ時開

4 成果目標とその実績

成果目標

成果目標に対する実績

今後の取組方針

収入の部 支出の部

H30 R1 H30 R1 

380，446，400 378，352，442 事業費 41，552，563 50，181，459 

145，101，630 133，970，837 管理費 539，002，647 540，856，446 

64，064，234 63，730，541 その他の支出 11，137，990 10，960，872 

589，612，264 576，053，820 合計 (b) 591，693，200 601，998，777 

ム 2，080，936 ム 25，944，957

※指定呂理者カ車わった場合、目'J年度の収支状況には斜線を記入しています。

3，892，230 

3，468，290 

423，940 

三重交通Gスポツの杜鈴鹿

自撰 実績

三重交通Gスポーツの杜伊勢

j達成率 1 1 目標 実績 1 i重成率 i
i人数 1 512，000人 1497，617人| 97，2%1 1人数 1 360，000人 1380，611 人 1 105，7%1 

-可能な娘り休業日を削減し、営業時間を延ばすことで、県民がスポーツに触れる機会を少しでも多く捷
供できるよう調皇室を行い、利用者サービスの向上を図る。
-東京オリンピッウ・パラリンピック大会の事前キャンプ地やa本代表などトップアスリートの強化合宿の
申し出について、日程調整に最大限配慮するとともに、施設管理者として全力でサポートする。
-生涯スポーツの振興と競技力向上の拠点となる総合的スポーツ施設である三葉交通 Gスポーツの杜
鈴鹿及び三重量交通 Gスポーツの社伊勢を一体的に管理することにより、全国規模の大会を開催できる
ょう、関係機関との協力体制のもと細やかな調整を行い、大会運営に協力する。
-重交通 Gスポーツの社鈴鹿に燐接した「スポーツマンハウス鈴鹿Jとさらに連携を強化し、宿泊合

宿での利用者増に努める。また、利用者の意見を的確に把優し、サービスの向上司スヲッフの資質向
上・運営の効率化等の情報材料として多くの意見が聴き取れるよう意見収集及び対応を行い、利用者

ニーズに1体的及確びにト応レえーらニれンるグ体セ制ンで告管理運営を行う。
-関係団 ーの利用拡大のため広報，舌動に努めるとともに、選手強化及びス
ポーツに親しめる施設としての運営にも努めるロ
-三重交通 Gスポーツの杜伊勢では、多目的グラウンドが整備されたことから、サッカー・野球・グラウ
ンドゴルフ等幅広くご利用いただけるよう潤知を図るとともに、大会開催時等の駐車場としても利活用す
る。
-新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、引き続き感染防止対策を徹底して運営を行って
いく。
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5 管理業務に関する自己評価 ※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。

評価の項目
評価 コメント

H30 Rl 

-大会開催数が増加していることから、一般開放を可能な限り行えるよう、利用競技団体と調整を
行った。令和元年度は三重とこわか国体・三震とこわか大会に向けた調整も同時lこ行ったo

-利用者アンケートやfひと声箱」など利用者の意見を聞き取れる体制を整備し、意見内容につい
1 管理業務の実施

B B 
て対応可能な事項については、早急な対応に努めた。

状況 -業務委託先との情報共有など連絡を密にし、施設の現状を了寧に把握することで保守点検や修
繕等計画的に取り組み、良好な施設管理を行った。
-緊急事態への対応として火災・地震災害対応訓練、消防署による救命講習会を過して危機管理
意識の高揚に取り結んだ。

{三重交通Gスポーツの社鈴鹿]

-年間利外ての用代役者表割チはーを49果ム7，6た合1す7宿人たキでめャあ、ンり加プ、盟、成国競果体技自強団擦化体を蛍と下連宿回携、っ加した鼠、。ト競ッ技プア団-園肉 体合宿など競技力向上の拠点施
設とし スリート選手の合宿受入を行っ

2 施設の'flJ用状況 B B た。

{三重交通Gスポーツの杜伊勢]
-年間利用者は380，611人であり、成果目標を達成した。
-陸上競技を中心に、三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けた強化合宿等を受け入れた。

【三重交通Gスポーツの社鈴鹿】
-令和元年度の利用人数、利用収入はサッカー・ラグビ一場第3グラウンド人工芝張替工事の他、
新製コロナ感染症の影響により予定されていた大会等が中止になるなど、利用人数、利用収入と

3 成果目標及びそ
もに自標値を下回った。一方で、水泳場では大会中止や団体科用の減少の中、一般利用者への

の実績 B 自 開放時間が確保され、 3月中の利用人数、利用収入が増加した。

[三重交通Gスポーツの社伊勢]
-令和元年度の利用人数、利用収入は目標を上回ったが、新型コロナ感染症の影響により予定さ
れていた大会等が中止になるなど、 2月後半からの利用が激減した。

※評価の項目r1Jの評価
rAJ→業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。
rSJ→業務計画を順調に実施している。
rCJ→業務計画を十分には実施できていない。
rDJ→業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。

※評価の項目 r2Jr3Jの評
価

rAJ→当初白目標を達成し、特に優れた実績を上げている。
rSJ→当初の目標を達成している。
rCJ→当初回目標を十分には達成できていない。

総括的な評価

rDJ→当初の呂榛を達成できず.大きな改善を要する。

【三重交通Gスポーツの杜鈴鹿】
・施設運営商では、第2期指定管理から実施している休業日の縮小及び利用時間の延長等によって、利用者
数は増加傾向にあり利用者サービスの向上に効泉があった。

・競技団体は、指定管理者グループ代表の公益財団法人三重県体育協会に加盟する極体であることから、
連携を取り合いながら、調整を行うことができた。

・施設の利用にあたっては、利用調整会議を開催し、効率的な利用がなされるよう誠整を実絡した。

・三重とこわか健康マイレージ事業のマイレージ特典協力届に登録し、健康増進事業への協力に努めた。

[三重交通Gスポーツの社伊勢]
・公益財団法人三重県体育協会に加盟している競技団体、各利用尽体に使用計薗提出の案内発送するとと
もにホームページにも利用申し込みの案内掲載するなどし、施設の効率的な科用がされるよう、利用調整を
行った。

-日々の点検及び特殊建築物の点検結果に基づき、緊急性のあるものから随時修繕を行った。

・日常的に施設利用者及びスポーツ教皇室参加者アンケートを実施し、事業活動の向上及び施設の改善に努
めた。

曹三重とこわか健康マイレージ事業のマイレージ特典協力底に登録し、健康増進事業への協力!こ努めた。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告(令和元年度分)について

<県の評価等>
施設所管部名: 地域連携部

1 指定管理者の概婆等

施設の名称及び所在 ニ葉県営松阪野球場(松阪市立野町1370番地)

指定管理者の名称等 公益財団法人二重県体青協会理事長 村木 輝行(鈴鹿市御箇町1669番地)

指定の期間 平成31年4月1日~令和6年3月31日

①② 施設等の利用の許可等に関する業務

指定管理者が行う管理業務の内容
利用料金の収受等に関する業務

④ ③施設等の維持管理及び修繕に関する業務
野球場の管理上必要と認める業務

2施設設置者としての県の評価 ※指定管E里者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。

指定管理者
県の評価

評価の項目 の自己評価 コメント

H30 尺1 H30 Rl 

利用者が施設を安全に利用できるよう公園管理者である松阪市中部台管
理事務所と連携を取り合い、適切な管理業務を行っている。

1 管理業務の実施
8 臼

大会の円滑な開催と一般開放を可能な限り行えるよう、事前に利用競技
状況 団体と調整を行い、利便性の向上に努めている。

日常的な施設圃設備の点検や、不陸修正工事、内外野グラウンド整備等を
行い、良好な漂境づくりに努めている。

年間利用者は50，970人(対前年度比12，550人増)であった。
利用件数は138件(対前年度比12件減)であった。
例年開催の一般社団法人三重県レクリヱーション協会及び公益財団法人

2 施設の利用状況 B B 三重こどもわかもの育成財団と共催するfスポーツレクリエーションフェス
ティパ)l-in松飯野球場Jを新型コロナウイルス感染症拡大妨止のため中止
したが、高校野球の試合日数増により、令和元年度の成果目擦を達成する
ことがで、きた。

3 成果目標及びそ
B A 

成果目標の利用者数37，000人に対して、利用者数50，970人となり、成果呂
の実績 標を達成している。

※「評価の項自」の県の評
価

r + J (プラス)叫指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。
「ーJ(マイナス〕→指定管環者の自己評価に比べて低く評価する。
r J(空白) →指定管理者の自己評価と概ね閉じ評価とする。

-競技団体等との利用調整業務、利用許可や料金収受業務、施設の維持管理及び修繕に関する業
務を適切に実施している。
-円滑な大会運蛍を行うための営業時間の拡大を図っている。また、良好なグラウンド状態を維持す
るため不隆修正工事や内外野グラウンド整備等を実施したほか、施設蘭では放送設備更新、ベンチ
扉修理など、より良好な利用環境の提供に努めている。
・県内高校野球大会の会場となったことから利用人数が大幅に増加し、年度末には新型コロナウイ

総括的な評価 |ルス感染症による減少があったものの、利用回数、施設手IJ用人数ともに成果目標を達成している。
-新型コロナウイルス感染疲の拡大i防止対策を適切に講じ、利用者の感染防止に配慮した運営に努
めている。
-土日祝日は大会での利用が集中していることから、平日の利用について、引き続き広報活動など
利用促進のための取組を行う必要がある。

総合的に見て、適切な指定管理業務を実施しており、指定管理者の自己評価は妥当と息われる。
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<指定管理者の評価・報告書(令和元年度分)>
指定管理者の名称公益財団法人三重県体育協会

1 管理業務の実施状況及び利用状況

(1 )管理業務の実施状況

め管E軍軍事営場事業の実怖に関する業務

-県営松阪野球場の設置目的を果たすため、施設の有効利用、積極的な応対と接選を行い、公正で公平な利用に
努め、かつ、大会の円滑で速やかな運営を支援するため、大会開催時の営業時間の拡大など可能な限り利用者の
要望に沿った対応を行った。
-松阪市中部台運動公閣内に設置されていることから、円滑な施設運営を行うため、中部台管理事務所と連携を取
り、公圏全体の課題や日常業務の諸問題について情報を共有し、安全な施設運営に取り組んだ。
-施設窓口に意見箱・アンケート箱を設置し、日常の営業時に利用者から寄せられた意見の集約を行い、対応でき
るものについては速やかに対処し、施設の改修等指定管理者で対応できない部分については修繕の要望として県
へ報告した。

②腕設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

-日常の始業前点検胴設備品点検を行い、異常箇所の発売に努めた。
-良好なグラウンド状態を維持するため、不陸修正工事、肉外野グラウンド整備などを実施した。

J 

令和元年度に指定管理者が独自に実施した主な整備事業等
-放送設備の更新
-荷ベンチ扉の修理
-外野フェンスの修理
.1事場正面玄関内天井の一部張替

③〕皐鮪策への配慮に閏す盈業務

-三重県営松阪野球場基本協定書第6条に基づき、場内の環境美化に努め、施設利用回体へはゴミの持ち帰りを
徹底するとともに、リサイクルに向けた取組として分見Ij回収を行なった。また、野球場敷地内での受動喫煙を防止す
る対策強化に努めた。

@情報公開・億人情報保護に隠す盈業務

-情報公開については、公益財団法人三重県体育協会情報公開実施要領に基づき取り扱っている。
-令荊口元年度における情報公開開示請求はなかった。
イ国人情報については、公益財団法人三蓑県体育協会個人情報保護実施要領に基づき個人情報の取扱を行って
いる。また、個人情報保護方針をホームページへ掲載、偲人情報の取扱について明示している。施設顧客名簿等
の個人情報が記載された文書や電子データが外部へ漏洩しないよう取扱については全職員で厳重に注意してい
る。

⑤干の他の業務

官特になし

(2)施設の利用状況

指定管理者の成果目標 利用者実績 達成率

利用者数 37，000人 50，970人 137.8目
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2 利用料金の収入の実績

|令和元年度収入実績 1，635，210円

3 管理業務に関する経費の収支状況 (単位:円)

収入の部 支出の部

H30 R1 H30 R1 

指定管理料 20，619，000 21，000，000 事業費 291，164 898，337 

利用料金収入 1，332，660 1，635，210 管理費 20，743，532 19，522，886 

その他の収入 。 43，750 その他の支出 118，819 3，298，637 

合計 (a) 21，951，660 22，678，960 合計 (b) 21，153，515 23，719，860 

収支差額 (a)-(b) 798，145 ム 1，040，9∞
w 閣 _，_~--=tr.:.!_ _.J. ~E量 J、』 "" ，ITJ “"可 I_r..'-b"~ き''"1 "1 I _守田， 、

※参考

「τ用料金減免額 54，270丹

4 成果臼標とその実績

成果目標

指定管理者の成果目標 利用者実績 達成率

利用者数 37，000人 50，970人 137.8% 

成果目標に対する実績

-年間を通じて平日利用が極めて少ないことから、近隣中学校を対象に使用料や利用時間の
便宜を図りつつ、諜外活動での利用について働きかける。また、大学生、社会人及び高齢者の
平日利用について検討する。
-野球の普及活動として野球教室を充実し、施設の有効利用を図る。

今後の取組方針
-野球以外の催物についても、一般社団法人三重県レクリヱーション協会及び公益財団法人三
重こどもわかもの育成財団と共催する「スポーツレクリエーションフェステイF¥ルin松阪野球場」
について、今後も実施するとともに他のイベントの誘致についても計腐し、利用者の拡大に努
めていし
-新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、引き続き感染防止対策を徹底して運営
を行ってし、く。
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5 管理業務に関する自己評慨 ※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。

言平{面のr.li目
評(萌

コメント
H30 Rl 

-大会の円滑な開催と一般開放が可能な限り行えるよう、事前に各利用競技団体と調整
を行った。

-大会開催時の営業時間の拡大など可能な限り|用利者用の者意の見要苦望に沿った対応を行った。
州j用者アンケート及び意見箱に寄せられた利 を間き取れる体制を整備し、

1 管理業務の実施
8 日

意見肉容について、対応可能なものについては阜急な対応に努めるとともに、対応が困
状況 難なものについては県へ報告を行った。

-松阪市中部台管理事務所と連携し、中部大運動公園全体の課題や日常業務について
の諸問題を共有することで、利用者が安全に施設を使用できる運営に努めた。
E 令手口元年度は、指定管理者独自で放送設備更新、ベンチ扉修理、外野フェンス修理等
を実施し、利用環境の向上を図った。
圃関係団体と連携し、野球以外の催し物を実施し、利用者拡大を図った。

-大会の円滑な運営を支援するため、特別開場(時間前の会場や閉舘時間の延長)の対

2施設の利用状況 日 B 
応を行い、利用者への利便を図った。
-良好なク、ラウンド、状態を保つため、不陸修正工事を年2回実施するとともに、内野グラ
ウンド整備、外野ウォーニングゾーン整備、目土散布を実施した。

3 成巣沼標及びそ
中l用者のほとんどが土、白、祝日に集中しているが、利用者数、施設使用料、利用回

B A 数については、新型コロナ感染症の影響によるキャンセルを受けながらも、高校野球の
の実績

春夏秋大会を全て当球場で開催したことから、目標を達成することができた。

※評価の項目r，Jの評価
rAJ→業務計函を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。
rSJ→業務計画を順調に実施している。
rCJ→業務計画を十分には実施できていない。
rDJ→業務計堕の実施に向けて、大きな改著書を要する。

※評価の項毘rZJr3Jの評
価

rAJ→当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。
rS.J→当初の目標を達成している。
rCJ→当初の目標を十分には達成できていない。

総括的な評価

rDJ叫当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

-良好なグラウンド状態を維持するために不隆修正工事、内外野グラウンド整備等を実施した0

・大会詩の営業時間の拡大などを行い、円滑な大会運営に協力した。
冒利用者数、施設利用料、利用回数については、例年実施している野球以外の催し物(スポーツレク
リエーションフェステイJ'i.ル)が新裂コロナ感染防止対策のため中止したが、高校野球の大会が決勝
戦まで当球場で開催された結果、目標を達成することができた。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告(令和元年度分)について

<県の評価等>
施設所管部名: 地域連携昔日

1 指定管理者の概要等

施設の名称、及び所在 ニ重県営フイフル射撃場(津市中村町字国主谷)

指定管理者の名称等 ニ重県フイフル射撃協会会長中村孝夫(津市大門10番1号)

指定の期間 平成31年4月1日~令和E年3月3113

指定管理者が行う管理業務の内容
利用料金の収受 に関する業務

④ ①② ③ 施設等の利用の許可等に関する業務

施設等の維持管等理及び修繕に関する業務
射撃場の管理上必要と認める業務

2施設設置者としての県の評価 ※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。

指定管寝者
県の評価

評価の項目 の自己評{薗 コメント

H30 Rl H30 Rl 

施設=設備の日常・定期点検を行い、軽微な修繕、メンテナンス等適切な
維持管理を行っている。また、事務所にエアコンを設霞し、熱中症発生時の

1管理業務の実施
日 B 

救護スペースを確保し、利用者が安全・快適な潔境で競技を行うことができ
状況 るように努めている。

鉛害防止のため、射撃場内の水路、管理緋の清掃を行うなど周辺環境に
配慮している。

年間柄j用者は、 2，654人(対前年度比544人増)であった。
利用件数I立、 1，378件(対前年度比32件増)であった。

2施設の利用状況 B A 当施設は、競技会や練習会の会場として利用されている他、体験会を実
施し、初心者がライフル競技に接する機会を提供している。
令和元年度はオリンピック選考会、パラリンピック選考会が開催された。

3成果自襟及びそ
B A 

成果目標の利用者数930人に対して利用者数2，654人となり、成果目標を
の実績 達成している。

※「評価の項目」の県の評
{面

r + J (プラス)→指定管理者の自己評価に比べて高〈評価する。
r -J (マイナス)→指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。
r J(実白) →指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。

総括的な評価

-競技団体等との利用調整業務、利用許可や料金収受業務、施設の維持管理及び修繕に関する業
務を適切に実施している。
-施設の提供に際しては、安全を確保するため、銃刀法や利用規定の遵守徹底を行っている。
E 施設の維持管理においては、指定管理者自ら定期点検や軽微な補修を行うなど絞費の削減に努
めている。
-ビームライフル体験会を開催することにより、ライフル競技に親しむ機会を提供するなど利用拡大に
向けた取組を行っている。
-新型コロナウイルス感染症の拡大妨止対策を適切に講じ、利用者の感染防止に配慮した運営に努
めている。
-大会の開催、合宿の誘致、障害者の大会の開催など、射場が改修されたことにより新規利用者の
獲得につながっている。
-目標値の930人を大幅に上回る2，654人の利用者があったことは評価できる。今後も継続して利用し
ていただけるよう努めるとともに、新規利用者の確保に向けた取組についても貰に充実させていく必
要がある。

総合的に見て、適切な指定管理業務を実施しており、指定管理者の自己評価は妥当と恩われる。
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<指定管理者の評価・報告書(令和元年度分)>

1 管理業務の実施状況及び利用状況

(1)管理業務の実施状況

[f)怖設の樫僕に閉する業務

指定管理者の名称 4三重県ライフル射撃協会

-施設の提供、施設の利用許可に関する業務、利用料金の収受に関する業務を実施した。
・施設の提供に際しては、銃の管理及び安全確保について適宜指導を行った。
‘施設の利用許可については、利用規定を定めて利用者に提示し、適正に実施した0

・利用料金の収受は、現金収受・前納により適正に行った。

信)怖詩lHt詩備の維棒管理及rt修繕に閏する業務

令手口元年度に実施した内容
-事務所にエアコンを設置し、熱中症発生時の救護スペースを確保した0

.50m射撃場の水路及び管理析の清掃を行った。
-管理棟内の旧トイレ室の便器等を撤去し、倉庫スペースに改修した。

今後必要と恩われる修繕等
-電子標的の点検、管理棟屋根などの修繕

③県怖費へのl!ii!庫に関する業務

-鉛害防止のため、標的交換機の弾頭処理を適正に行った。また、射撃場内の水路、管理析の清掃を行った。
.ビームライフル体験会によりライフル競技に親しむ機会を提供した。
開防災訓練で避難誘導の確認と消火訓練を行った。

GZ情錨公悶・個人情輯保護に翻する業務

-情報公開実施婆領を定め、情報公開請求に対応できる体制を整えている。なお、令和元年度において、開示請求
はなかった。
イ国人情報保護については、利用申請書等対象文書を厳重に取り扱い、保管している。

金支企飽金差益

-事故等の報告
特になし

-苦情・要望等への対応状況
特になし

・鉛処理への対応
水路、管理析の清掃及び清掃が行いやすい環境を維持している。

(2)施設の利用状況

-開場日数 269日

-利用申請件数 1，378件

-利用者数

目ヰ粟 実績 達成率

人数 930 メ、 2，654 メ、 285.4出
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2 利用料金の収入の

l-収入実績

3 管理業務に関する経費の収支状況

ヨ金E

1，558，800円

(単位門)

収入の部 支出の部

H30 R1 H30 R1 

指定管理料 493，000 402，000 事業費 。 。
利用料金収入 1，074，250 1，558，800 管理費 1，519，976 1，756，575 

その他の収入 5 18，382 その他の支出 。 。
合計 (a) 1，567，255 1，979，182 合計 (b) 1，519，976 1，756，575 

収支差額 (a)-(b) 47，279 222.607 
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成果自標 -利用者数

自撰 実績 途成率

人数 930人 2，654人 285.4% 

成果呂襟に対する実績

開新規利用者の確保の為、ビームライフル体験会を開催し、また他の関係団体にも継続的に利
用促進を働きかける。
-近隣府泉の射撃協会への案内状送付し、県外の方にも利用を呼びかけるとともに、障がい者

今後の取締方針
の利用促進のため、障がい者射撃協会と大会を共催するなど、利用促進に努める。
-大会の務催、合宿の誘致を行い、利用者の増加に努める。
-今後も利用者の方に快適に利用していただけるよう施設の改善に努める。
同新型コロナウイルス感染疲の感染拡大防止のため、引き続き感染防止対策を徹底して運営
を行っていく。
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5 管環業務に関する自己評価 ※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています

評価の項目
評価 コメント

H30 Rl 

調安全で快適な環境で競技できるよう維持管還し、適切な管寝運営を行うことができた。

1 管狸業務の実施
-軽微な修繕、メンテナンス等を随時行い、安全で快適な環境で競技できるよう維持管理

状況 8 B を行、った。

-事務所にエアコンを設置し、熱中疲発生時の救護スペースを確保した。
開鉛害!坊止のため、射撃場内の水路、管理粉の清掃を行うなど、環境整備に努めた。

-三重とこわか国体開催に向け、積極的な利用を呼びかけた結果、利用者の大幅な増加
につながった。

2 施設の利用状況 B A -近隣府県の射撃協会へ案内状を送付し、県外の方にも利用を呼びかけるなど、地道な

広.今報後活も動利を用行者っlた0

こ快適に利用してもらえるよう施設の改善に努める。

3 成果目標及びそ
8 A -利用者数は、成果目標930人に対し、実績2，654人(285.4%の達成状況)であった。

の実績

※評価の項目f1 Jの評価
fAJ 吋業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。
fSJ →業務計商を順調に実施している。
fCJ →業務計画を十分には実施できていない。
fDJ →業務計画の実筋に向けて、大きな改善を要する。

※評価の項Elf2Jf3Jの評
偲

fAJ →当初の闘標を達成し、特に優れた実績を上げている。
「臼J→当初の目標を達成している。
fCJ 吋当初の目標を十分には達成できていない。

総括的な評価

fDJ →当初の目襟を達成できず、大きな改善警を要する。

ー・利用者が安全で快適な環境で競技できるようにするため、①施設・設備の日常点検、②開場時にお
ける軽微な修繕・随時メンテナンス等、維持管理及び修繕に努めた。

'三重とこわか国体調催に向け、利用者に再来場の呼びかけを行うなど、地道に広報活動を行った0

・施設維持のための較微な補修は指定管理者自らで行うなど、経費の削減に努めた。

-大会の開催、合宿の誘致及び障害者の大会の開催等を積極的に行ったことから、自襟の930人を
大幅に上回る2，654人の利用があった。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告(令和元年度分)について

く累の評価等>
施設所管部名 地域連携部

1 S日 ι =回目概要可

施設の名称及び所在 ェ重県立熊野古道セン聖一(尾鷲帝大学向井学村鳥12番4)

指定管理者の名称等
特定非営利活動法人熊野古道自然・歴史・文化ネットワーウ

理事長林伸行(尾鷲市里子地町12番27号)

指定の期間 平成27年4月1白~令和2年3月31白

(1 )熊野古道の底史、自然及び文化に関する資料の収集、保管及び展市に関する業務
(2)熊野古道及びその周辺地域に関する情報の収集及び提供に関する業務

指定管理者が行う管理業務の内容
(3)交流会、体験学首会等、人及び情報の交流の促進を図る業務
(4)セン舎一の施設の利用の許可等に関する業務
(5)セン告ーの利用料金の収受等に関する業務
(日)セン告ーの施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

2施設設置者としての県の評価 ※指定管王望者が変わった場合、前年度の評冊は斜線を記入しています

指定管理者
県の評価

評価の項目 の自己評価 コメント

H30 R1 H30 R1 

熊野吉道等に関する槽報発信や交流の拠点として、熊野首選やその周辺地
域の自然、歴史、文化等の地域資源を有効に活用した様々な企画展や体験

1 管理業務の実施
学習、講座・講演会、地域内外との交流イベント等を実施している。

B 日 また来場者が快適な環境で施設を利用できるよう、職員で日常の巡回や点
状況

検等を積極的に実践し、専門業者に委託すべき定期点検については適切に
行った。環境負荷低減にも取り組むなど施設設備の維持管環にも適切に取り
絡んだ。

企画膿や体験学習、講座、講演会等を開催するとともに、貸館により地域の
Z 施設の手'IJ用状況 B B 自体等に活動の場を提供している。来場者数は128，628人となり、前年度より

12.9助上回った。また施設稼働率は58.5%と成果呂標の50%を達成した。

成果目標の10項目すべてにおいて目標値を上回った。令和耳年度は熊野古

3 成果目様及びそ
道世界遺産量豊録15周年関連の企函を積接的に開催し、事業参加者数が約

B 自 + 82，0∞人となり前年度を約8.5特上回った。世界遺産登録15局年記念企留につ
の実績

いての広報活動や各担当者の丁寧な対応が事業参加者数の増加につながっ
たと評価できる。

※「評価の項目」の県の評
価

r + J(プうス)→指定管理者の自己評価に比べて高〈評価する。
「ーJ(マイナス)吋指定管理者の自己評価に比べて低〈評価する。
「J(窓白) 吋指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。

総括約な評価

1 成果国穣に対す令達成度
成果呂標の10項目すべてで固標を達成しており、特に開催事業数は大幅に目標を達成している。

2 残されている課題
これまでの事業実施結果を踏まえ、魅力的な事業の企画や各事業の一層のPRに努め、事業参加者

数の増加につながる新たな熊野古道ファンの獲得を目指した取組を進める必要がある。
また、専門知識をもっ人材の確保と育成及び関係機関や団体とのより緊密なネットワーウの構築につ
いて、今後も引き続き推進していく必要がある。

3 その他
(1 )利用者ニーズの把握及び事業等への反映等

アンケート等により利用者のニーズの把握に努め、運堂に生かしている。
地域や関係機関と連携することで、企画展や体験学習等の取組をより魅力的なものにしている。

(2)施設の適正な維持管理の実施
日々の巡回や定期点検を行い、良好な維持管理に努めるとともに、省エネルギ一対策にも継続し

て取り結んでいる。
(3)危機管理

消防署と連携して自主防災訓練等を行うことで、災害等緊急時における救急救命方法や消火設備
の操作方法等の職員の対応能力の向上を図っており、適切な危機管理を行っている。
また、新裂コロナ感染症の感染拡大防止のため、感染防止対策を徹底している。

以上21こ記載した課題はあるものの、熊野古道やその周辺地域の自然、歴史、文化等を情報発信す
るとともに、こうした地域の資源を活用した企箇展や体験学習、議鹿・議，寅会等を実施できている。
また、地域の魅力を新たに掘り起こし様々な形で紹介したり、交流拡大につなげるなど地域の振興

に寄与しており、三重県立熊野古道セン告ーの管理者として適切な運営を行い、実緩を残していると評
鏑できる。

61 



<指定管理者の評価・報告書(令和元年度分l>
定管理者の名称特定非営利活動法人熊野首道自然・歴史・文化ネットワー

1 管理業務の実施状況及び利用状況

(1 )管理業務の実施状況

⑦セン告一事業の婁腕に関する業務

ア情報収集・集積事業
熊野古道やその周辺地域の自然、歴史、文化、民族に関連する図書・資料を収集するとともに、古文書の解読

を行い、江戸時代に熊野古道伊勢路を歩いた旅人の心情についての情報収集に努めたa

イ交流事業
(ア)交流イベント

「新しい吉道の歩き方j、「おわせ海園山ツーデーウォ-'.l(共催)J、rおわせ陶の会作陶展(共催)J‘fスカイ
ラン~ンフエス子ィバjレ」等を開催し、 10，266人が参加した。

(イ)体験学習、講座E講演会
市木木綿を素材とした小物づく仇花火師による打ち上げ花火組み立て実演・銀滝、東紀州の食材を使った

料理教室、尾鷲トレイルや伊勢路踏破では吉然や歴史を五感で感じる経験を、小中学生や高校生に熊野古
道を平易に解説する学習などとともにその周辺の動横物について学ぶ自然、学校などを開催し2，945人が参加
した。

ウ情報発信事業
(ア)企画展

熊野吉道シリーズ最終版f修験道~実利行者と大峯奥駈道-Jは丹念な取材と精徹な構成にもかかわらず、
コロナ感染拡大防止のため途中、休館となり8日間で1，824人の来場者であった。{也に世界遺産登録15周年企醤
として「熊野古道伊勢路~くまの路を歩いた人々-J、「矢ノ)11峠物語Jr空調アート展~吉道の旅人-Jを開催し、
熊野古道とその周辺の辰史的・文化的情報発信に努め、 68，935ょが来場した。

(イ)広報誌等の発行
イベント等の情報をまとめた広報誌「三重県立熊野古道セン合ーからのてがみ」を4回発行した。また、東紀州

地域に生息分布する動植物を紹介する「くまの・みち7・叢書J第13巻として「熊野古道で晃られる野草~山地編
-Jを発行した。
(ウ)ポス~-.パンフレツト等によるPR
ポス~一、チラシを作成し、企画展や交流イベント等を県内外(東京子ラス、県関西事務所、熊野本宮舘等)に

PRした。

(エ)ホーム、ベベーージジや等メにーよルるマ情ガ報ジ発ン信
ホーム 、インス合グラム等を通じてイベント等の情報発信に努めた。

②廠設及び書官犠の維持智課及lt修繕に関する業務

アイ 日々の巡回や定期点検等により、施設や設備・機器類の適正な維持管理に努めた。
展示設備や映像機器の故緯等については速やかに修繕を行い、サービスの低下を招かないように対処した。
(その他の修理)
-図書資料室2回本棚修繕
-電話回線復旧工事
司エアコン膨張バルブ交換修理
-移動音響設備取替

@〕県腕震への配慮!こ関する業務

ア人権尊重のための取組
人権意識を向上させるため、職員研修を行うとともに、身体障がい者や高齢者等が利用しやすい環境づくりに

取り組んだ。
イ男女共同参商社会実現への取組

職員がその適性に応じて能力を発揮できるよう、男女ともに企画、広報、庶務等様々な業務を経験することと
している。

ウ次世代育成支援対策への取組
親子で参加できる体験学習を企関するなど、親子で一緒に学べる環境づくザに取り組んだ./J、中学校等の見学

や学習、体験学習を積極的に受け入れ、一方小学校への出前授業を実施し、熊野古遂の魅力を次世代に伝える
取組を行った。

エ環境保全活動への取組
ごみの減量やリサイクル、冷暖房費の節約など省エネa省資源等の環境負荷低減に取り組んだ。

ぽ情報公開・値人情報保諸に隠する業務

ア情報公開実施要領の制定状況
情報公開実施要領を制定し、要領に基づいた適切な対応ができるよう研修を行った。該当年度に、開示請求はない

イ個人情報保護に対する取組
個人情報保護規定に基づき、個人情報を適切に取り扱った。

ぽ干の俄の業務

該当なし

62 



①施設の利用の許可

利用申請301件、すべて許可した。

施設名 利用許可件数 利用人数

企密展'"室 。 。
映埠ホル 22 306 
会議室 121 331 
和室 89 643 
体験学習室 69 821 
合計 301 2，101 

は369，610内で、利用料の減免については7件の申請がありすべて承認した。

3 同 E‘-，~司 7 ~~司=$司!，. ""____-II、". 、~"ー』・・"

収入の部 支出の部

H30 Rl H30 Rl 

指定管理料 67，741，000 68，368，000 事業費 7，252，203 9，215，587 

利用料金収入 333，715 369，610 管理費 59，076，765 65，551，524 

その他の収入 1，113，831 1，464，050 その他の支出 。 。
合計 (a) 69，188，546 70，201，660 合計 (b) 66，328，968 74，767，111 

収支差額 (a)-(b) 2，859，578 ム 4，565.451

マN ヒOo=.tt官 T問看よ品.LA.，.骨堂-l- _40...1.目 d包 ~苧~田恒 n、"刊で企，.~.I:.士門 1_'_‘.，o.，I"'_~ ""，・吾可-:1 I ....，...，、戸←

※参考

「τ用料金減醐

4 成果目標とその実績

2，080 円位単

項匡 目標 実績 達成率(%)

1施設稼働率削 50.0 58.5 117.0 

2事業参加者数(人) 80，000 82，140 102.7 

3開催事業数(国)

(1)企商展示 6 12 200.0 

(2)主罰イベント 10 67 670.0 

成果自標 (3)講演会、講官会、体験学習等 90 204 226.7 

4情報発信(回)

(1)情報誌の発行 4 4 100.0 

(2)PRポス合ーの作成 6 14 233.3 

5閣内外の世界遺産畳録地との遼携事業(!ID) 2 3 150.0 

6学技連携事業(校) 15 19 126.7 

7利局者の満足度(%) 95 97.8 102.9 

成果目標に対する実績
※施設稼働率算出式=利用回数/開館日数Xl00(企画展示室、映像ホーJレ、会議室、和室、
体験学習室。内部打ち合わせ利用、映像ホールの定時上映利用を除く。)

利成用果者関自標線のですそべのてニのー項ズを目で援自標し、を事達業成内し容、特のに充開実イ は大向幅上に百様を、事達業成参した。者今数後のと増も
把 やサービスに努め 加

今後の取組方針
加や熊野古道への理解の拡大を図る。令和3年度の熊野古道セン合一開館15周年に向け、地域
の団体、関係機関等と連携し、新しい視点でのセン合一運営を図っていく。
てまいたふ、新型コロナ感染痕の感染拡大防止のため、引き続き感染防止対策を徹底して運営を行っ
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5 管理業務に関する自己評価 ※指定管理者が変わった場合、前年度の評価は斜線を記入しています。

評価の項目
評価

コメント
H30 R1 

世界遺産である熊野古道のピジ合一センヲーとしての役割を果たすため、熊野吉道やそ
の周辺地域の自然、歴史、文化等の地域資源を有効に活用した様々な企画展や体験学

1 管理業務の実施
習、講座・講演会等を実施した。世界遺産登録15厨年関連の企画を積犠約に開催し、登録

状況
B B 15周年の節自の年を熊野吉道の繍値を多くの入が再認識する契機とすることができた。

来場者とのコミュニケーションを図ることにより‘利用者の満足度向上に努めることができ
た。外国人来場者の増加に対応するため、英語研修を6図行った。また、数多くの外国語に
対応できる翻訳機を2台購入しその使い方に習熟した。

体験教室置や講座・講演会は、目標値の90自に対L-204回開催し2.841人が参加した。施設

2 施設の利用状況 B 8 
の利用状況については、稼働率が58.5%と目標値を上回った。
貸館業務については、 301件で2，101人の利用があった。今後も地域内外の様々な団体倒

人からの利用を増やしたい。

事業参加者数i主、自様i直を大きく上回った。世界遺産登録15周年に関連した企画を数多

3 成巣呂標及びそ
く実施したことなどが要因と考えられる。

B B 令和2年3月1臼から3月31臼まで、新型コロナ感染拡大防止のため休館していたにもかか
の実績

わらず、 11年連続で10万人以上の来場者数を得ることができた。令和2年2月18臼には、開
舘以来の累計来場者数が150万人となった。

※評価の項目 r1Jの詳価
rAJ→業務計蘭を順調!こ実施し、特に優れた笑績を上げている。
rSJ→業務計薗を順調に実施している。
rCJ→業務計萄を十分には実施できていない。
rDJ→業務計画の実施に向けて、大きな改善を憂する。

※評価の項巨r2Jr3Jの評
価

rAJ→当初の自標を達成し、特に優れた実績を上げている。
rSJ→当初の巨標を達成している。
rCJ→当初の目標を十分には滋成できていない。

総括約な評価

「DJ→当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

1集客対策
熊野古道や周辺地域の富然、歴史、文化等の地域の魅力について、企画展、体験学習、講座・

講:演会により、様々な視点から紹介し利用者の拡大に努めた。アンケートや利用者とのコミュニ
ケーシヨン等で把握した声を生かして、事業の質を高めるとともに利用者の満足度向上に努めた。
東紀州五市町の広報を活用し:企画展や講座・議演会、イベント等の紹介を行った。

2 地域内外との交流促進
ゴーJレデンウィークや夏休み、正月などに開催したイベントには帰省客を含め地域内外から多く

の参加者があった。尾鷲ヒノキをPRした木工体験にl立、子どものみならず多くの大人の参加も
あった。「おわせ陶の会作陶展」やfおわせ海・山ツーデーウオークJ、fおわせマルシェ」では熊野
古道や地域の魅力に触れ、世代を超えた交流が深まった。さらに、熊野吉道セン告ーや小学校、
高校で熊野古道学習会を標催し次世代育成を積極的!こ行ったo

3 来場者の動向
外国人の来場が増加傾向にあり、映像案内コン予ンツ等の多言語化への取り組みが、サービス

向上につながっている。職員の英語力を高めるための研修会を数多く行い、携帯型自動翻訳機も
購入し英語以外の多言語にも対応している。

4 適切な維持管理
開館から10年以上が経過し、施設設備・機器類の劣化が加速度的に進んでいるなか、優先順位を

つけて必要な対応を県との協議のうえ実絡し、利用者が安全安心かつ快適な環境で施設を利用
できるよう取り組んだ。施設設備、機器類の不具合や故障等によるサービスの低下を招かないよう
適切な維持管浬に努めている。

5 アンケートの実施
利用者の意見や提案を分析し改善方法について検討を加え、事業内容や運営に活かした。

利用者の意見とその対応について額覧可能な状況にして、満足度の向ょを目指した。

6 危機管理への取組
危機管理対応マニュアルに基づき、職員研修を行うとともに消防署の協力を得て救急救命方法

や消火設備の操作方法等を実際に行う防災訓練を実施した。

7 省エネ・省資源の取組
ゴミの減景やリサイヴJレ、冷暖房・照明の節約等に取り組んだ。特に電気量については、デマンド

警報装霞を導入し、夏冬の消費が大きくなる期間の節約に大きな効果があった。

8 情報公開、個人情報保護の取紐
情報公開や偲人情報保護に適切に対応できるよう、職員研修や月ごとのス合ツフミーティング

において注意喚起を行った。
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1 指定管理者の概婆 等

施設の名称及び所在

指定管理者の名称等

指定の期間

指定管環者が行う公の施設の管理状況会期間評価

施設所管部名

ニ重県立熊野吉道セン聖一(尾鷲市大字向井字村島12番4)

特定非蛍甲IjJ舌動法人熊野古道自然・歴史・文化ネットワーウ

地域連携部

理事長林伸行(尾鷲市野地町12番27号)

平成27年4月1自~令和2年3Jl31日

(1 )龍野吉道の歴史、自然及び文化に関する資料の収集、保管及び展示に関する業務
(2)熊野書道及びその周辺地域に調する構報の収集及び提供に関する業務

指定管理者が行う管理業務の内容
(3)交流会、体験学習会等、人及び情報の交流の促進を図る業務
(4)セン空ーの施設の利用の許可等に関する業務
(5)センヲーの利用料金の収受等に関する業務
(6)セン告 の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務

2管理業務の実施状況

指定管理者
県の評価 会期間におけるコメント

の自己評価

H27 日

熊野古道に慢する情報発信や交流拠点として、東紀州地域の自然、歴史、文化等の資源問
H28 B に活用した各種様々な企蘭展や体験学習会、講座・講演会等を実施している。開館以来、工夫と

改蕃を行いながら新たな事業に挑戦する姿勢で業務を遂行していることは大いに評価できる。経
H29 日 年劣化による機器類の不具合等については県担当者ともよく協議を重ね、来場者への支障が出

ないよう適切に対応している。
H30 B 指定管理期間第4期においても、地域から支持されるピジ告 セン告 として、熊野吉道や地域

の魅力を発信し、あらゆる人々の交流の拠点となる施設としての業務運営を期待する。

R1 自

3施設の利用状況

指定管理者
県の評価 全期間におけるコメント

由自己評価

H27 日 展示室及び特別農示室では、熊野吉道や地域の自然、歴史、文化等に関する様々な企画展を
開催し多くの来場者を集めている。外国人旅行者についても一定数の来場があり、常設展示や映

H28 日 像ホーlレの多言語対応など、幅広い来場者のニ ズへの対応が集客につながっている。
また、イベントの開催持期を固定する等工夫した結果、 rおわせマルシェjをはじめとする地域の

H29 B 交流イベントの開催地として定着しつつあり、貸館事業についても、地域の方だけでなく県内外の
各種団体に定期的に利用されるなど、リピ一事ーによる継続的な利用も見られる。

H30 日 今後も引き続き‘施設稼働率の向上と来場者数の増加を目指し、地域や学校、匿肉外の世界遺
産登録地との連傷事業をさらに展開していくことで、熊野吉道とその周辺地域に関する情報発信と

R1 日 地域交流の拠点としての機能強化を図る取組を期待する。

4管理業務に関する経費の収支状況(全場開) (単位円)

収入の部 支出の部

指定管理料 339，332，000 事業費 44，892，364 

利用料金収入 1，791，640 管理費 304，019，957 

その他の収入 8，216，372 その他の支出 日

合計 (a) 349，340，012 合計 (b) 348，912，321 

収支差額 (a)-(b) 427，691 

※参考

利用料金減免額 15，1251 
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5成果目標及びその実績

指定管理者
県の評価

全期間における成果巨標及びその実績

の自己評価 成果目標項目 目標値 H27実績値 H28実緩(直 H29実績値 H如実績憧 R1実績{車

H27 日 1 施主主稼働率{引 50.0 52.5 57.4 58.1 59.2 58.5 

H28 B 2事業参加者数(人) 80，000 76，952 78，398 74，762 75，736 82，140 

H29 日 3務催事業数(回〉

H30 自 (1)企菌震 自 14 12 11 13 12 

R1 日 + (2)交;m事業 100 144 138 150 183 271 

4情報発信(田)

(1)情報誌の発行 4 4 5 4 4 4 

(2)PRポス歩ーの作成 6 10 12 14 8 14 

5登録国地肉と外のの連世揖界事遺業産 2 2 2 3 3 3 

6 学校連携事業 15 23 29 25 28 19 

7 利用者の満足鹿(別 95.0 98.0 97.9 98.4 97.8 97.8 

会期間におけるコメント

がい事る集業。客一参に方加つ、者な事数が業をっ参除た加きと者考、成数え果のられ呂目る標標固のを令す達和べ成元てで年きの度た項にの目達はで成令全で和期き元間た年自水度標準のをを達み維成と持なし・って向てい上おるさり。せ、特て世にい界、く遺1た~JI産め有登者の録の取満1組5周足を度lま90百以上と晶い数値を維持して年関連の企習や地域イベントの開催
今後も継続的に実施していくことが

期待される。
また開館から10年以上が経過し、設備等の経年劣化が進行していくなかで、来場者にとって心地よい、安全・安心な施設管理に努めなが

ら、令和2年度からの新たな指定管理犠聞に設定される成果目標の達成に向Itて取り組んでいく必要がある。

6総括評価

1 指定期間を通じてほぼ成果呂標を達成しているロ
2 熊野'"道や地域資源を活用した企画展、交流イベント、体験学習、講座・講演会等などを地域及び関係機関と連携しながら多種多彩
な事業を開催し、集客交流・情報発信拠点づくりを積極的に進めているロ

l3開通してアンケート斡実施し利用者の二一一一…
4 次世代育成の観点から、毅子で安心安全に利用できるよう環境整備に注力している。また、幼稚園、小中学校、高校、特別支援学校
等の見学体験学習、出前授業等を積極的に推進している。
5 収入は指定管理料が主であるが、施設の貸舘や体験学習等の開催による収入の増加を図るとともに、光熱費などの経費節約に努
めている。
6 経年劣化による施設設備の損傷等が散見される状況で、県と協議を行い、利用者へ提供するサービス低下につながらないよう努め
ている。
7 持続可能な循環型社会の創造に向けた環境保全活動への取組のため、再生紙の利用や荷面コピーの徹底など省資源に努めてい
る。

また、情報公開圃個人情報保護について、適正に対処している。

期間を通じて、上記のとおり熊野古道に関する自然、歴史、文化等を情報発信するとともに、龍野古道やその周辺地域の資源の活用
及び交流の場の提供を行うことにより地域振興に資するセンヲーの設置目的に合致した運営が行われている。また‘利用者自線の対応
や、施設の有効活用並びに経費縮減など指定管理者制度の導入目的に沿った還営がなされている。
また、令和2年度から5年問、引き続き間じ指定管理者が継続して管理を行うが、地域と連携した事業等の実施により、一篇効果的か

っ効率的な管理運営を図り、事業内容の充実、来場者へのサ ピス向上に努めていく必婆がある。

※ f2管理業務由実施状況」の自己評価

※ f3施設由利用状況J
f5成果自標及びその実績」の自己評価

:正県の評価

fAJ→業務計酒を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。
fBJ→業務計画を傾調に実施している。
fCJ→業務計画を十分には実施できていない。
fDJ→業務計画の実施に向けて‘大きな改善を婆する。

fAJ→当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。
fBJ→当初の自標を達成している。
fCJ→当初白目標を十分には達成できていない。
fDJ吋当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

「十J(プラス)→指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。
f -J(マイナス)吋指定管理者由自己評価に比ベて低〈評価する。
f J (実自) 吋指定管理者由自己評価と概ね同じ評価とする。
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